
小金井市立保育園の在り方に関する方針（案）に対する意見募集 

 

 「小金井市立保育園の在り方に関する方針（案）」について、市民参加条例第１５条

の規定に基づき、市民の皆さんの意見を募集します。 

 

１ 施策名称  小金井市立保育園の在り方に関する方針（案） 

２ 対  象  市内在住・在勤・在学の方、市内に事務所や事業所を有する法人又

はその他の団体 

３ 提出期間  令和７年６月２７日（金）～令和７年７月２６日（土） 

４ 検討結果の公表等 

令和７年８月下旬（予定）。寄せられた意見等は原則として住所・氏

名を除き公開させていただきます。また、意見等に対する個別的回答

は行いません。検討を終えたときは、意見等の内容並びに市の検討結

果及びその理由を公表します。 

なお、個人情報や第三者を誹謗中傷するもの、施策案に直接関係の

ないものに対しては、公表しない場合があります。 

また、賛否の結論だけを示したものについては、検討結果とその理

由は示しません。 

５ 配布場所等 保育課（同庁舎３階）、情報公開コーナー（同庁舎６階）、市役所第

二庁舎１階受付、市内認可保育園各園、公民館各館、婦人会館、総合

体育館、栗山公園健康運動センター、図書館本館、保健センター及び

東小金井駅開設記念会館で配布するほか、市のホームページでも公開

しています。 

６ 提出方法  住所・氏名・施策名称を明記し、直接、郵送（必着）、ファクシミリ

又は専用フォーム（市ホームページ）で保育課にお寄せください。な

お、匿名での提出はできません。 

また、原則日本語によることとしますが、他の言語での提出の際は、

日本語訳を添付してください。 

７ 送付・問合せ先 

小金井市子ども家庭部保育課 

       〒１８４－８５０４ 小金井市本町六丁目６番３号 

       （電 話）０４２－３８７－９８４６ 

       （ＦＡＸ）０４２－３８６－２６０９ 
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策定に当たって 

 

小金井市立保育園の在り方を巡っては、平成１８年の児童福祉審議会や平成２７

年の保育検討協議会など、これまで長い年月をかけて議論が重ねられてきました。

この間の議論に関わっていただきましたすべての関係者の皆様のご尽力に、心より

感謝を申し上げます。 

市は、令和３年３月に今後の保育施策として取り組むべき方向性を明らかにする

ために「すこやか保育ビジョン（保育の質のガイドライン）」を、令和４年５月には

市立保育園を取り巻く課題を踏まえて「新たな保育業務の総合的な見直し方針」を

策定し、同年９月に小金井市立保育園条例を専決処分により一部改正しました。 

しかし、同処分については令和６年２月２２日に「小金井市立保育園廃止処分取

消等請求事件」の東京地裁判決が出され、早急な対応が求められております。 

そこで、すこやか保育ビジョンにおける市が果たすべき役割等の具体化を図り、

市内の保育施設の状況を踏まえ、専門的かつ幅広い視点から今後の小金井市立保育

園の役割及び在り方を検討するため、令和６年６月に「小金井市立保育園の在り方

検討委員会」を設置し、小金井市立保育園に期待される役割や取り巻く課題及び在

り方について検討いただくよう諮問いたしました。 

委員の皆様には、約 1 年という期間の中で、熱心なご議論と徹底した検討、そし

て当初予定を超える長時間の会議を経て、厳しい保育現場の現状や将来の方向性に

ついて、実情に即した答申を提出していただいたことに、改めて深く感謝申し上げ

ます。 

本方針の策定に当たっては、いただいた答申の内容を尊重することを第一の前提

とし、その実現に必要な施設配置や運営体制を検討してまいりました。答申の趣旨

を最大限尊重し、現有の施設や人員といった資源を最も有効に活かすためには、保

育定員の減員によって十分なスペースを確保した上で、わかたけ保育園、小金井保

育園、けやき保育園という３園体制とすることが最良の選択と判断いたしました。 

現方針は２園体制であり、財政面だけを見れば、２園体制が最も負担が少ない選

択肢です。しかし、地理的な配置、各園が担うべき多面的な役割の実現性、そして

現場での保育の質の維持・向上という観点から、３園体制こそが、市全体の保育施

策において最適であると考えました。２園体制より財政負担が生じることから市と

して厳しい選択ではありますが、この方針は市立保育園を単純に廃止・縮減するも

のではなく、より良い保育サービスを持続的に提供し、市全体の保育の質の維持向

上を実現するための仕組みづくりを進めるものです。 

市長として、市民、保護者、地域関係者の皆様と協力し、この方針を着実に実現

するために全力で取り組んでまいります。皆様のご理解とご支援をよろしくお願い

申し上げます。 

 

小金井市長 白 井  亨
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１ 方針策定の目的と位置付け 

 

小金井市立保育園の在り方に関する方針（以下「本方針」といいます。）は、小金

井市立保育園の在り方検討委員会（以下「検討委員会」といいます。）の答申を踏ま

えて策定するものであり、既存の「すこやか保育ビジョン」の理念に基づき、市全

体の保育の質の維持・向上を図るため、市立保育園の果たすべき役割を明確に定め、

その役割の実現を通じて、子どもたち及び保護者の安心を支える保育環境の確保を

目指すものです。 

言い換えれば、子どもの最善の利益を重視する理念を基盤とし、市立保育園の役

割を具体的に定めることで、地域全体で質の高い保育サービスを提供する仕組を確

立することが、本方針の目的です。 

今後の市立保育園の在り方については、従前の「新たな保育業務の総合的な見直

し方針」【令和４年９月改定版】（以下「前方針」という。）ではなく、本方針により

取組を進めてまいります。 

 

２ 市立保育園の在り方の検討 

 

 ⑴ 基本的な考え方 

本方針の策定に当たっては、まず令和７年５月に検討委員会から提出された答

申の内容をできる限り尊重し、市立保育園が果たすべき４つの重要な役割を確実

に実現することを第一に考えました。 

 

 ⑵ 課題の整理 

本方針の検討に当たっては、前方針で示した５つの課題と市として現状把握し

た実情を、以下のように整理しました。 

①【老朽化への対応】 

市立保育園５園のうち、くりのみ保育園、わかたけ保育園、さくら保育園の３

園は築５０年を超えており、これらの３園を今後も保育園として活用するために

は、長寿命化改修工事など、施設の安全性・快適性を維持するための大規模工事

が必要です。 

 

［市立保育園の築年数］               令和７年４月１日現在 

園名 くりのみ わかたけ 小金井 さくら けやき 

建築年度 S43 年度 S44 年度 S58 年度 S47 年度 H25 年度 

築年数 57 年 56 年 42 年 53 年 11 年 
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②【保育定員の適正化】 

令和７年４月には１歳児クラスで待機児童が発生しましたが、過去２年間にわ

たり待機児童数はゼロとなり、市内保育施設では特に幼児クラス（３歳～５歳児

クラス）で定員の空きが恒常的に生じている状況及び市の出生数の減少傾向を踏

まえると、市立保育園・民間保育園を問わず、市内全体での保育定員の適正化が

必要です。 

③【保育サービス拡充に向けた予算と人員の確保】 

保育士の欠員が課題となっており、特に育児休業中の職員の代替措置としての

任期付職員の欠員について、早急な対応が必要な状況です。 

答申で示された４つの役割を確実に実施するためには、各園において十分なス

ペースの確保と役割に対応できる職員の配置が必要となります。 

  ④【公立保育園の公費負担】 

答申で指摘された個別の事業実施に対する補助金の活用や、施設複合化の検討

による補助金の確保など、市立保育園の運営及び施設維持管理における市費負担

を少しでも軽減する方策を検討します。 

ただ、市町村が運営する保育施設に対する国・都負担が著しく少ない現状は、

市の努力のみでは大きな変化が望めないのが実情です。 

⑤【自治体経営の観点】 

   自治体経営の視点においては、扶助費が長期的には増加傾向にある中、子育て

環境の充実、老朽化した公共施設の計画的な整備などの重要課題への対応が必要

であり、市民サービスを維持・向上するための経費が増加していく見込みです。 

したがって、依然として厳しい財政状況にあり、市立保育園に係る経費につい

ても可能な限り縮減する必要があります。 

 

３ 市立保育園の在り方の策定 

  ２⑴の基本的な考え方と２⑵の課題の整理で述べた観点を踏まえ、次のとおり 

市立保育園の在り方（役割、園数（配置）、体制）を定めます。 

 

 ⑴ 市立保育園の役割 

  ① 市立保育園の役割の定義 

答申で示された４つの保育園の基本的役割―【地域の連携、保育の質の維持・

向上を推し進める役割】【難度の高い保育を率先して担う役割】【市立保育園の

機能をいかして在宅子育て家庭を支援する役割】【緊急時に地域の子どもと保

育を守る役割】―を、市立保育園の役割と定義します。 

それぞれの市立保育園は、在園児の保育に加え、市全体の保育の質の維持・

向上のために、この４つの役割を確実に実施していきます。   
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[市立保育園の役割] 

 

② 役割実施のための対応 

４つの役割を確実に実施するためには、各園に通常の保育室とは別に十分な

内部スペースが必要となります。現行施設の敷地や建物の増築は、財政や公共

施設の維持管理上から難しいため、本方針では保育定員の見直し、すなわち適

正な減員を行ってスペースを確保します。 

減員については、０歳～５歳児クラスを維持すること、０歳児から１歳児ま

で、１歳児から２歳児まで、２歳児から３歳児までの進級時の定員差を設ける

こと、配慮が必要な児童の受入枠の拡大を踏まえたクラス規模等を考慮し、下

表のとおり段階的に実施することとします。 

なお、年齢別保育を実施している小金井保育園については、令和１１年度か

ら異年齢保育へ保育方法を変更することで、役割の実施のためのスペースを確

№ 役割 期待される機能 

１ 地域の連携、保育

の質の維持・向上

を推し進める役割 

【学ぶ・つなげ

る】 

●地域の保育の質の維持・向上 

・保育所保育指針・小金井市保育の質のガイドラインに準拠し

た保育を自ら行い、小金井市における保育の一つの実践モデ

ルとして存在する。 

・地域の民間保育施設と連携・交流し、学び合いの場を作り、

蓄えられた専門性・経験知をいかした支援を行う。 

・園庭開放などにより民間保育施設の支援を行う。 

・巡回支援や指導検査を実施するための人材を育成する。 

２ 難度の高い保育を

率先して担う役割 

【取り組む】 

●要配慮児、要支援家庭・児童の支援 

・配慮を要する子ども（障害児、医療的ケア児）、要支援家庭・

児童（外国籍、生活課題を抱える、養育困難、虐待懸念）に

寄り添い、行政機関として難度の高い保育に自ら率先して取

り組む。 

・こども家庭センター、療育機関、医療機関などと連携する。 

・これらの経験知や専門性を蓄積し、民間保育施設との事例共

有や必要な支援の提供等により支援体制を強化する。 

３ 市立保育園の機能

をいかして在宅子

育て家庭を支援す

る役割 

【手を伸ばす】 

●在宅子育て家庭の支援 

・地域の在宅子育て家庭への支援を、保育の専門性・経験知を

いかして行う。 

●子育て支援センターとしての機能 

・子育て相談（対面、電話、メールなど）、出前保育、母子保 

健事業に参加するアウトリーチの活動、一時保育やこども 

誰でも通園制度などの実施を通して支援ニーズを発見する。 

・必要に応じて保育の実施による支援を行い、こども家庭セン

ター等他機関と連携して支援をつなぐなど、幅広く状況に応

じた支援を行う。 

４ 緊急時に地域の子

どもと保育を守る

役割 

【そなえる】 

●地域の保育施設でのトラブル対応 

・地域の保育施設でトラブル等による保育の停止などがあった

場合には子どもの受皿になる。 

●災害時等の対応 

・市の災害時対応の一端を担い、市の機関として横断的に連携

しながら、子育て家庭、保育施設の支援を行う（例 避難所

での出前保育、復旧が遅れている保育施設利用者のための臨

時保育、民間施設への支援物資提供の拠点になるなど）。 
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保します。 

 

  ［保育定員の見直し］ 

（単位：人） 

クラス年齢 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計 

わ
か
た
け 

現定員 １０ １２ １８ ２４ ２４ ２４ １１２ 

R7.10  ９ １２ １４ ２１ ２１ ２４ １０１ 

R8.4 ６ １０ １２ １４ ２１ ２１ ８４ 

R9.4  ６ １０ １２ １４ １４ ２１ ７７ 

R10.4 ６ １０ １２ １４ １４ １４ ７０ 

R11.4 ６ １０ １２ １４ １４ １４ ７０ 

R12.4  ６ １０ １２ １４ １４ １４ ７０ 

小
金
井 

現定員 ９ １４ １８ ２０ ２６ ２７ １１４ 

R7.10  ９ １４ １８ ２０ ２０ ２７ １０８ 

R8.4 ６ １０ １４ １８ ２０ ２０ ８８ 

R9.4  ６ １０ １２ １４ １８ ２０ ８０ 

R10.4 ６ １０ １２ １４ １４ １８ ７４ 

R11.4 ６ １０ １２ １４ １４ １４ ７０ 

R12.4  ６ １０ １２ １４ １４ １４ ７０ 

け
や
き 

現定員 １５ ２０ ２４ ２７ ２７ ２７ １４０ 

R7.10  ９ １８ ２４ ２４ ２４ ２７ １２６ 

R8.4 ６ １０ １８ ２４ ２４ ２４ １０６ 

R9.4  ６ １０ １２ １８ ２４ ２４ ９４ 

R10.4 ６ １０ １２ １４ １８ ２４ ８４ 

R11.4 ６ １０ １２ １４ １４ １８ ７４ 

R12.4  ６ １０ １２ １４ １４ １４ ７０ 

 

 ⑵ 園数（配置） 

園数（配置）の検討においては、保育定員の減員により、５園から２園まで、

いずれの場合でも役割に対応するためのスペースの確保は可能と考えられます。 

しかし、保育定員を減員しても、５園体制や４園体制では、役割実現に必要な

職員配置を行いつつ、全ての学年（０歳～５歳児）のクラスで保育を行うために

は、前方針の職員数以上の職員配置が必要になるという課題があります。 

さらに、老朽化が進んでいるくりのみ保育園、わかたけ保育園、さくら保育園

の３園は、築５０年以上の施設であるため、これらの園を含む配置を採用した場
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合、各園に対し大規模な改修工事や施設の更新が必要となり、長期的にも運営コ

ストの面で大きな影響を及ぼす可能性があります。 

また、市内を地域ブロックに分けて役割を実施していくことを考慮すると、答

申でも指摘されているとおり、２園体制では市立保育園の役割を十分に果たすこ

とが困難です。そして、「地域ブロックごとに市立保育園を拠点として配置する」

という観点から、さくら保育園は市の端に位置しており、また、けやき保育園と

くりのみ保育園の担当区域が重複することも考慮すると、答申で示された役割を

現実的に実施するためには、地域ブロックのバランスが取れた配置が必要です。 

地域の子育て支援体制の拡充という観点では、市内のどこからでも子連れで歩

いて１５分程度以内に相談できる拠点が存在することが望ましいとの答申の指摘

も考慮し、現在、本市において子育て支援拠点事業を行う児童館４館、こども家

庭センターと市立保育園の配置のバランスについても確認を行いました。 

 

 

 

 

 

市立保育園（５園）から半径 1 キロの範囲を表示 
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これらの検討結果を基に、役割実現に必要な保育定員の減員を盛り込んだ配置

計画を検討した結果、最も現実的かつ持続可能な運営体制として、そして、答申

で示された各園間の連携や地域ブロックとしての均衡を確保することは十分可能

であると考え、わかたけ保育園、小金井保育園、けやき保育園の【３園体制】を

採用することが最適であると総合的に判断しました。 

なお、段階的に縮小し閉園とする２園について、令和７年度において在籍して

いる児童の学年が卒園するまでは維持することとします。よって、くりのみ保育

園は令和９年度末で閉園とし、さくら保育園は令和１０年度末で閉園とします。 

   なお、さくら保育園については、２歳児１人が在籍している状況を考慮し、令

和７年度中に２歳児クラスの定員を１２人と定めることとします。  

市立保育園（わかたけ保育園、小金井保育、けやき保育園）、児童館、こども家庭センターを中

心とした半径 1 キロの範囲を表示 
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［閉園までの定員］ 

（単位：人） 

クラス年齢 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計 

くりのみ 

現定員 ０ ０ ０ ２４ ２４ ２４ ７２ 

R7.10 ０ ０ ０ ２４ ２４ ２４ ７２ 

R8.4 ０ ０ ０ ０ ２４ ２４ ４８ 

R9.4 ０ ０ ０ ０ ０ ２４ ２４ 

さくら 

現定員 ０ ０ ０ ２４ ２４ ２４ ７２ 

R7.10 ０ ０ １２ ２４ ２４ ２４ ８４ 

R8.4 ０ ０ ０ ２４ ２４ ２４ ７２ 

R9.4 ０ ０ ０ ０ ２４ ２４ ４８ 

R10.４ ０ ０ ０ ０ ０ ２４ ２４ 

 

 ⑶ 運営体制 

市立保育園の運営体制のうち通常の保育業務については、国や都の基準に加え

て従来からの基本的な市基準の職員配置※を堅持し、通常の保育部分の業務が今

後も変わりなく円滑に行われる職員体制を引き続き確保します。 

※各クラスの複数担任制、１歳児クラスの職員配置（保育士１：児童５） 

一方で、本方針で新たに定義した４つの役割を実現するためには、通常の保育

業務とは別に、役割対応の職員の配置を行います。役割対応の職員の配置は、役

割の実施スケジュールに合わせ、各園の児童の預かり状況や職員の欠員状況を考

慮しつつ、保育園の運営に支障が出ないよう適切に配置することとします。 

また、保育士の欠員の課題についても、今回の定員縮小に伴う職員数の最適化

により一定の調整を図ることで、欠員を補うことも検討します。 

加えて、育児休業中の職員の代替措置としての任期付職員対応について、保育

士採用が厳しい間の時限的な対応として正規職員を一定人数採用しておくことで

対応します。 

このように、通常の保育業務については従来の市基準に基づく堅実な配置を維

持しつつ、新たな役割対応の職員を別に配置することで、市立保育園の役割を確

実に実施します。 

 

４ 市立保育園の在り方の策定に伴う対応 

 ⑴ 在園児及び保護者への対応 

本方針に基づく運営体制の再編に当たっては、在園児及び保護者の皆様にも影

響が生じることとなります。その影響が可能な限り最小限となるよう、以下の対

応を行うことといたします。 
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ア 現在の市立保育園から転園を希望される御家庭に対しては、転園の際の入所

指数において優遇措置を設けることで、転園希望者への配慮と入所機会の確保

を図ります。これにより、定員縮減による不利益が生じることなく、子どもた

ちや御家庭が希望される保育環境へ移行することを支援いたします。 

イ 保育定員が縮小される状況下においても、従来の保育の質を維持するため、

通常の保育業務を行う職員体制については、従来からの基本的な市基準の職員

配置を堅持するとともに、児童数の減少があったとしても運営に支障がないよ

う安定的な職員体制を維持します。 

ウ 児童や保護者への影響について、寄り添った対応ができるよう現在も行って

いる心理相談を閉園まで継続して実施します。 

エ 各園における在園児や保護者への対応も丁寧に行いながら、子どもたちへの

影響を最小限にとどめるよう取り組みます。 

オ 本方針に基づく取組開始後も、公立保育園運営協議会を通じて、定期的に取

組状況の説明を行うとともに、必要に応じて個別の説明会の場を設けます。こ

れにより、各家庭の御意見や御懸念を迅速に把握し、柔軟かつ的確な対応を実

施する体制を維持してまいります。 

 

 ⑵ 施設の維持管理・跡地利用 

本方針の実現に当たっては、施設の老朽化対策や維持管理も極めて重要な課題

です。縮小して閉園となるくりのみ保育園とさくら保育園については、閉園とな

る年度まで保育に支障が生じないよう、必要な修繕・維持管理を実施し、閉園ま

で在籍する児童や保護者の方の安心を確保します。 

また、残る３園については、安心して子どもを預けられる環境づくりや保育の

質の確保といった観点から、必要な改修や維持管理を行い、将来にわたって安定

した保育サービスの提供が図られるよう取り組んでまいります。 

また、閉園後の跡地利用については、これまで長い間、本市の子どものために

活用してきた経過を踏まえ、将来を見据えて活用方法を検討します。 

 

 ⑶ ＩＣＴ環境の整備 

市立保育園のＩＣＴ環境整備については、答申における指摘を踏まえ、既に導

入している登降園管理システムの機能を更に有効に活用するための施策を推進し

ます。 

また、環境整備を進めつつ、システムの機能活用も充実させることにより、保

育所内外での情報共有の迅速化や園内の各種連絡、さらには安全管理に関する運

用の効率化を図ります。これにより、保護者の利便性の向上だけでなく保育園で

勤務する職員の負担軽減も目指します。 
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５ 市全体の保育の質の維持・向上に向けた取組 

現状及び短期的な財政や運営面の制約を踏まえ、今後数年にわたって、段階的か

つ計画的にこれらの役割の実施を進めていきます。 

また、全ての園が同一の役割を担うのではなく、各園の状況、施設の状態を踏ま

えた上で、各園が担うべき役割に差異を持たせます。特に、難度の高い保育の中で

も医療的ケアを要する子どもたちへの対応については、実施体制の効率化と専門性

の確保を目的として、けやき保育園を受け入れ拠点園として対応する計画とします。 

 

 ⑴ 市立保育園の役割の実施 

【実施スケジュール】 

役割 内容 実施園 R8 R9 R10 R11 R12 

地域の連携、保

育の質の維持・

向上を推し進め

る役割 

民間保育施

設との連携 

わかたけ 

小金井 

けやき 

     

難度の高い保育

を率先して担う

役割 

配慮を要す

る子どもの

保育 

わかたけ 

小金井 

けやき 

     

医療的ケア

児の保育 
けやき 

     

市立保育園の機

能をいかして在

宅子育て家庭を

支援する役割 

地域の子育

て支援 

わかたけ 

小金井 

けやき 

     

 

こども誰で

も通園制度

の実施 

くりのみ      

わかたけ      

小金井      

さくら      

緊急時に地域の

子どもと保育を

守る役割 

緊急時の対

応 
全園 

     

〇民間保育施設との連携 

 エリア内の他保育施設と連携を図り、園庭開放などによる民間保育施設の支援の実

施や、合同研修実施や学びあいの仕組みづくりを行う。 

〇配慮を要する子どもの保育 

受入年齢制限を撤廃し、受入枠を拡大（１１人から１８人へ）し実施する。 

〇医療的ケア児の保育 

随時実施 
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 職員体制の整備、ガイドラインの策定とそれに基づく保育の実施、民間保育施設と

のノウハウの共有を行う。 

〇地域の子育て支援 

 地域の在宅子育て家庭への支援、子育て相談やこども家庭センター等他機関と連携

しての支援を実施する。 

〇こども誰でも通園対応 

 本市では幼稚園のみでの実施となっているこども誰でも通園制度について、在宅子

育て支援の一つとして、市立保育園が率先して実施する。 

 

 ⑵ 指導検査体制等の整備 

市全体の保育の質の更なる向上を図るため、定期的な指導検査体制の整備は極め

て重要と考えます。本方針では、３年に１回は市内の全認可保育園を対象とした指

導検査を実施できる体制を整備し、各施設の運営状況や質の向上の取組を継続的に

確認していくことを目指します。 

具体的には、東京都と合同での実施にとどまる現状の指導検査体制を見直し、人

事異動のある職員のみでは専門性を維持することが難しいため、必要に応じて外部

の専門家などへの業務委託も検討します。 

また、市内保育施設への巡回支援体制についても、施設数の増加に対して整備が

進んでいない現状があります。指導検査とは別に、すこやか保育ビジョンと小金井

市保育の質のガイドラインの普及、促進等を目的とした巡回支援の仕組みについて

も検討を進めます 

これらの指導検査及び巡回支援体制の整備により、各保育施設の現状把握と課題

抽出、さらには具体的な改善・支援策の実施を目指します。 
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６ 方針に基づく市立保育園条例 

小金井市立保育園条例（案） 

 

（目的） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３５条第３項の規

定に基づき、保育園を設置することを目的とする。 

（名称、位置及び定員）  

第２条 保育園の名称、位置及び定員は、別表のとおりとする。 

（入園児童） 

第３条 保育園は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）の規定により

保育の実施を決定した児童を保育する。 

（職員） 

第４条 保育園に業務の運営に必要な職員を置く。 

（休園日） 

第５条 保育園の休園日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認

めたときは、これを変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。 

⑴ 日曜日 

⑵ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

⑶ １月２日及び同月３日 

⑷ １２月２９日から同月３１日まで 

（開園時間） 

第６条 保育園の開園時間は、午前７時から午後６時までとする。 

（保育時間） 

第７条 保育園の保育時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

⑴ 保育標準時間認定者（子ども・子育て支援法施行規則（平成２６年内閣府令第

４４号。以下「施行規則」という。）第４条第１項に規定する１月当たり平均２７

５時間まで（１日当たり１１時間までに限る。）の区分で保育必要量の認定を受け

た者をいう。） 午前７時から午後６時まで 

⑵ 保育短時間認定者（施行規則第４条第１項に規定する１月当たり平均２００時

間まで（１日当たり８時間までに限る。）の区分で保育必要量の認定を受けた者を
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いう。） 午前８時３０分から午後４時３０分まで 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年１０月１日から施行する。 

 （小金井市立保育園条例の廃止） 

２ 小金井市立保育園条例（昭和４３年条例第１４号）は、廃止する。 

 （小金井市立保育園における延長保育に関する条例の一部改正） 

３ 小金井市立保育園における延長保育に関する条例（平成１１年条例第１２号）の

一部を次のように改正する。 

  第１条中「小金井市立保育園条例（昭和４３年条例第１４号）」を「小金井市立保

育園条例（令和７年条例第  号）」に改める。 

 （小金井市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例

の一部改正） 

４ 小金井市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例

（平成２７年条例第９号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第１項中「小金井市立保育園条例（昭和４３年条例第１４号）」を「小金井

市立保育園条例（令和７年条例第  号）」に改める。 

 （令和７年１０月１日から令和８年３月３１日までの保育園の名称、位置及び定

員） 

５ 別表の規定にかかわらず、令和７年１０月１日から令和８年３月３１日までの間に

おける保育園の名称、位置及び定員は、付則別表第１によるものとする。 

 （令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの保育園の名称、位置及び定員） 

６ 別表の規定にかかわらず、令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの間にお

ける保育園の名称、位置及び定員は、付則別表第２によるものとする。 

 （令和９年４月１日から令和１０年３月３１日までの保育園の名称、位置及び定

員） 

７ 別表の規定にかかわらず、令和９年４月１日から令和１０年３月３１日までの間に
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おける保育園の名称、位置及び定員は、付則別表第３によるものとする。 

 （令和１０年４月１日から令和１１年３月３１日までの保育園の名称、位置及び定

員） 

８ 別表の規定にかかわらず、令和１０年４月１日から令和１１年３月３１日までの

間における保育園の名称、位置及び定員は、付則別表第４によるものとする。 

（令和１１年４月１日から令和１２年３月３１日までの保育園の名称、位置及び定

員） 

９ 別表の規定にかかわらず、令和１１年４月１日から令和１２年３月３１日までの

間における保育園の名称、位置及び定員は、付則別表第５によるものとする。 

（令和１２年４月１日から令和１３年３月３１日までの保育園の名称、位置及び定

員） 

付則別表第１ 

名称 位置 
０歳 

定員 

１歳 

定員 

２歳 

定員 

３歳 

定員 

４歳 

定員 

５歳 

定員 

小金井市

立くりの

み保育園 

小金井市東町

三丁目１番１

６号 

０人 ０人 ０人 ２４人 ２４人 ２４人 

小金井市

立わかた

け保育園 

小金井市前原

町三丁目１１

番１２号 

９人 １２人 １４人 ２１人 ２１人 ２４人 

小金井市

立小金井

保育園 

小金井市本町

五丁目６番１

９号 

９人 １４人 １８人 ２０人 ２０人 ２７人 

小金井市

立さくら

保育園 

小金井市貫井

北町三丁目３

０番６号 

０人 ０人 １２人 ２４人 ２４人 ２４人 

小金井市

立けやき 

小金井市梶野

町一丁目２番 

９人 １８人 ２４人 ２４人 ２４人 ２７人 

保育園 ３号       

 備考 
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１ この表における「０歳」とは、保育園における保育を行う日の属する年度の

初日（同日に出生していない児童は、当該児童の出生の日）における年齢が０

歳の児童をいう。 

２ この表における「１歳」、「２歳」、「３歳」及び「４歳」とは、保育園におけ

る保育を行う日の属する年度の初日における年齢がそれぞれの年齢に該当する

児童をいう。 

３ この表における「５歳」とは、保育園における保育を行う日の属する年度の

初日における年齢が５歳以上の児童をいう。 

付則別表第２ 

名称 位置 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 

  定員 定員 定員 定員 定員 定員 

小金井市

立くりの

み保育園 

小金井市東町

三丁目１番１

６号 

０人 ０人 ０人 ０人 ２４人 ２４人 

小金井市

立わかた

け保育園 

小金井市前原

町三丁目１１

番１２号 

６人 １０人 １２人 １４人 ２１人 ２１人 

小金井市

立小金井

保育園 

小金井市本町

五丁目６番１

９号 

６人 １０人 １４人 １８人 ２０人 ２０人 

小金井市

立さくら

保育園 

小金井市貫井

北町三丁目３

０番６号 

０人 ０人 ０人 ２４人 ２４人 ２４人 

小金井市

立けやき

保育園 

小金井市梶野

町一丁目２番

３号 

６人 １０人 １８人 ２４人 ２４人 ２４人 

 備考 

１ この表における「０歳」とは、保育園における保育を行う日の属する年度の

初日（同日に出生していない児童は、当該児童の出生の日）における年齢が０

歳の児童をいう。 
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２ この表における「１歳」、「２歳」、「３歳」及び「４歳」とは、保育園におけ

る保育を行う日の属する年度の初日における年齢がそれぞれの年齢に該当する

児童をいう。 

３ この表における「５歳」とは、保育園における保育を行う日の属する年度の

初日における年齢が５歳以上の児童をいう。 

付則別表第３ 

名称 位置 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 

  定員 定員 定員 定員 定員 定員 

小金井市

立くりの

み保育園 

小金井市東町

三丁目１番１

６号 

０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ２４人 

小金井市

立わかた

け保育園 

小金井市前原

町三丁目１１

番１２号 

６人 １０人 １２人 １４人 １４人 ２１人 

小金井市

立小金井

保育園 

小金井市本町

五丁目６番１

９号 

６人 １０人 １２人 １４人 １８人 ２０人 

小金井市

立さくら

保育園 

小金井市貫井

北町三丁目３

０番６号 

０人 ０人 ０人 ０人 ２４人 ２４人 

小金井市

立けやき

保育園 

小金井市梶野

町一丁目２番

３号 

６人 １０人 １２人 １８人 ２４人 ２４人 

 備考 

１ この表における「０歳」とは、保育園における保育を行う日の属する年度の

初日（同日に出生していない児童は、当該児童の出生の日）における年齢が０

歳の児童をいう。 

２ この表における「１歳」、「２歳」、「３歳」及び「４歳」とは、保育園におけ

る保育を行う日の属する年度の初日における年齢がそれぞれの年齢に該当する

児童をいう。 
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３ この表における「５歳」とは、保育園における保育を行う日の属する年度の

初日における年齢が５歳以上の児童をいう。 

付則別表第４ 

名称 位置 
０歳 

定員 

１歳 

定員 

２歳 

定員 

３歳 

定員 

４歳 

定員 

５歳 

定員 

小金井市

立わかた 

小金井市前原

町三丁目１１ 

６人 １０人 １２人 １４人 １４人 １４人 

け保育園 番１２号       

小金井市

立小金井

保育園 

小金井市本町

五丁目６番１

９号 

６人 １０人 １２人 １４人 １４人 １８人 

小金井市

立さくら

保育園 

小金井市貫井

北町三丁目３

０番６号 

０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ２４人 

小金井市

立けやき

保育園 

小金井市梶野

町一丁目２番

３号 

６人 １０人 １２人 １４人 １８人 ２４人 

 備考 

１ この表における「０歳」とは、保育園における保育を行う日の属する年度の

初日（同日に出生していない児童は、当該児童の出生の日）における年齢が０

歳の児童をいう。 

２ この表における「１歳」、「２歳」、「３歳」及び「４歳」とは、保育園におけ

る保育を行う日の属する年度の初日における年齢がそれぞれの年齢に該当する

児童をいう。 

３ この表における「５歳」とは、保育園における保育を行う日の属する年度の

初日における年齢が５歳以上の児童をいう。 

付則別表第５ 

名称 位置 
０歳 

定員 

１歳 

定員 

２歳 

定員 

３歳 

定員 

４歳 

定員 

５歳 

定員 

小金井市 小金井市前原 ６人 １０人 １２人 １４人 １４人 １４人 
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立わかた

け保育園 

町三丁目１１ 

番１２号 

      

小金井市

立小金井

保育園 

小金井市本町

五丁目６番１

９号 

６人 １０人 １２人 １４人 １４人 １４人 

小金井市

立けやき 

小金井市梶野

町一丁目２番 

６人 １０人 １２人 １４人 １４人 １８人 

保育園 ３号       

 備考 

１ この表における「０歳」とは、保育園における保育を行う日の属する年度の

初日（同日に出生していない児童は、当該児童の出生の日）における年齢が０

歳の児童をいう。 

２ この表における「１歳」、「２歳」、「３歳」及び「４歳」とは、保育園におけ

る保育を行う日の属する年度の初日における年齢がそれぞれの年齢に該当する

児童をいう。 

３ この表における「５歳」とは、保育園における保育を行う日の属する年度の

初日における年齢が５歳以上の児童をいう。 

別表（第２条関係） 

名称 位置 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 

  定員 定員 定員 定員 定員 定員 

小金井市

立わかた

け保育園 

小金井市前原

町三丁目１１

番１２号 

６人 １０人 １２人 １４人 １４人 １４人 

小金井市

立小金井

保育園 

小金井市本町

五丁目６番１

９号 

６人 １０人 １２人 １４人 １４人 １４人 

小金井市

立けやき

保育園 

小金井市梶野

町一丁目２番

３号 

６人 １０人 １２人 １４人 １４人 １４人 

 備考 
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１ この表における「０歳」とは、保育園における保育を行う日の属する年度の

初日（同日に出生していない児童は、当該児童の出生の日）における年齢が０

歳の児童をいう。 

２ この表における「１歳」、「２歳」、「３歳」及び「４歳」とは、保育園におけ

る保育を行う日の属する年度の初日における年齢がそれぞれの年齢に該当する

児童をいう。 

３ この表における「５歳」とは、保育園における保育を行う日の属する年度の

初日における年齢が５歳以上の児童をいう。 
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小金井市立保育園の在り 方検討委員会 
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はじ めに 

 

 小金井市立保育園の在り 方検討委員会は、 ２ ０ ２ ４ 年６ 月２ ０ 日に設置さ れ、 市長から 市立

保育園の役割と 在り 方について諮問を 受けた。 その検討結果を 、 こ こ に答申するも のである。  

小金井市が、本答申を 具体化し 、市全体の保育の質の維持・ 向上に向けて真摯に努力さ れるこ

と を 望むも のである。 はじ めに、 本委員会設置の経緯と 目的、 諮問内容、 本委員会の経過につい

て述べる。  

  

 市立保育園の在り 方を めぐ っ ては、  

２ ０ ０ ６ 年 児童福祉審議会（ 現行体制維持を 推奨）  

２ ０ １ ５ 年 保育検討協議会（ 民営化に関する賛否に複数見解）  

と いう 議論があっ た。その後、２ ０ １ ７ 年に市が策定し た行財政改革プラ ン２ ０ ２ ０ において、

市立保育園３ 園の民営化が計画さ れた。  

 ２ ０ ２ １ 年３ 月には、 長く 市内の保育施設で引き 継がれてき た良質かつ安全・ 安心な保育が

継続さ れ、子ども たち が健やかに成長でき る よう「 小金井市すこ やか保育ビジョ ン」・「 保育の質

のガイ ド ラ イ ン」 を 、 ２ ０ ２ ２ 年には、 市立保育園２ 園の段階的縮小等を 定めた「 新たな保育業

務の総合的な見直し 方針」 を市は策定し た。 その後、 前市長によ っ て、 小金井市立保育園条例の

専決処分による改正が行われたが、 市議会は同処分を承認せず、 前市長は辞任し た。  

市議会は、 新たな市長が同年１ ２ 月に上程し た市立保育園条例を 専決処分前に戻す改正案と 、

翌年３ 月に上程し た市立保育園の在り 方検討委員会設置条例を 否決し た。 ２ ０ ２ ４ 年２ 月には、

東京地方裁判所において「 小金井市立保育園廃止処分取消等請求事件」 について、専決処分の取

消し は却下、 入園不可処分取消し 、 判決の理由中に専決処分は違法と の考えが示さ れた判決が

出さ れた。 市は控訴せず、 判決が確定し ている。  

 こ う し た状況の中、 ２ ０ ２ ４ 年３ 月、 市は改めて小金井市立保育園の在り 方検討委員会設置

条例（ 資料１ ） を 上程し 、 市議会に議決さ れた。 本委員会の設置目的は、 同条例第一条において

「 小金井市全体の保育の質の維持向上に向けて、 小金井市すこ やか保育ビジョ ン における小金

井市が果たす役割等の具体化を 図るため」 と 規定さ れている。  

 

 ２ ０ ２ ４ 年６ 月２ ０ 日に、 本委員会が設置さ れ、 市長から 諮問（ 資料２ ） を 受けた。  

 諮問内容は、小金井市全体の保育の質の維持・ 向上に向けた「 小金井市立保育園に期待さ れる

役割について」、「 小金井市立保育園を 取り 巻く 課題について」、「 小金井市立保育園の在り 方に

ついて」 である。  

 本委員会は、 ２ ０ ２ ４ 年６ 月２ ０ 日から ２ ０ ２ ５ 年５ 月１ ５ 日にかけて１ ０ 回開催さ れ、 議

論を 重ねてき た。 その間、 市は、 保護者・ 市民・ 保育者へのアンケート 、 ２ 回にわたる市立保育

園保護者・ 民間保育園保護者・ 市民によるワーク ショ ッ プ、 児童イ ンタ ビュ ー、 保育園職員アン

ケート を実施し た（ 資料３ ）。  

 なおこ の間、 市立保育園５ 園の父母会（ 五園連） より 、 市長に宛て、 段階的縮小対象園におけ

る早期募集再開等を 求める要望書、 本委員会委員長に宛て、 市立保育園５ 園の維持等を 求める

要望書及び賛同署名等が提出さ れている。  

 こ のよう な経過のも と 、 本委員会は、 タ イ ト なスケジュ ールの中、 複雑な経緯と 状況、 多岐に

わたる 論点を 踏まえて議論を 重ねてき た。市においては、本答申を 具体化し 、市全体の保育の質

の維持・ 向上に向けて真摯に努力さ れるこ と を 望むも のである。  
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１  小金井市における保育等の現状  

 

答申の前提になるも のと し て、 小金井市における 保育等の現状について、 市から の報告及び

客観的データ を 踏まえて以下のと おり 整理し た。  

 

（ １ ） 小金井市における保育等の取組 

 

① 待機児童対策と 整備状況 

 市では、 ２ ０ １ ４ 年４ 月時点で２ ５ ７ 人まで増加し た待機児童を 早期に解消する た

め、 民間保育園整備を 進めてき た。 その結果、 民間認可保育園は３ ９ 園まで増え、 ２ ０

２ ３ 年４ 月時点で「 待機児童ゼロ」 と なっ た。「 保育園を 考える親の会」 の調査でも 、

小金井市の入園決定率は８ ７ ． １ ％（ ２ ０ ２ ４ 年４ 月現在、 保育園を 考える親の会『 １

０ ０ 都市保育力充実度チェ ッ ク ２ ０ ２ ４ 年度版』・ 資料４ ） と 高いも のと なっ ている 。

現在では、 市内で保育園を 利用する 児童の８ 割以上が民間保育園に通う 状況と なっ て

いる。  

 なお、 小金井市は市立保育園５ 園を 維持し てき たが、 民間保育園の整備が進んだこ

と で、 認可保育園に占める市立保育園の比率は周辺市と 比較し て低い１ １ ． ４ %と なっ

ている。 また、 国の基準を満たす園庭を 保育する保育園の比率（ 園庭保有率） も ３ ８ ．

６ ％と 同調査では多摩地域２ ２ 市で最下位と なっ ている。 加えて、 障害児の受入可能

園の比率は７ ９ ． ５ ％と 、 都内でも 低いも のと なっ ている。（ 資料４ ）  

 

② 保育の機能拡充と 保育料負担軽減 

小金井市では、 延長保育、 一時保育、 アレ ルギー対応、 こ ども 家庭センタ ーと の連携

等、 保育機能拡充の取組を 進めてき た。 ２ ０ ２ ５ 年度の市内の認可保育園４ ４ 園にお

ける対応状況は、延長保育と 給食アレルギー対応は全園、特別支援保育は３ ６ 園、エピ

ペン対応は３ ５ 園、医療的ケア児は１ １ 園、一時保育は１ ６ 園と なっ ている。（『 令和７

年度保育施設等入所案内』）。  

延長保育、 給食アレ ルギー対応については、 民間保育園が率先し て取り 組んでき た

実績がある 。資料４ の数字で見ても 、小金井市の延長保育実施率は周辺よ り も 高く 、よ

り 長時間の受入を 行っ ているこ と がわかる( 延長保育実施率、 平均実施時間) 。  

また、 ３ 歳未満児の保育料は、 同年齢・ 一定所得水準で比較し て他市より も 安く （ １

歳児保育料・ 資料４ ）、 ３ 歳以上児の給食費は市の財源で無償化するなど、 保護者の負

担は低く 抑えら れてき た。  

 

③ 保育体制の確立 

 小金井市では、 保育士の加配等に対する 民間保育園への補助の拡充を 図り 、 保育士

体制の確保や処遇改善の支援等も 進めてき た。 算出さ れている児童福祉費及び民間保

育園補助金の金額は、 都内でも 高い水準にある。 し かし 、 資料４ にあると おり 、 市立保

育園及び一部の民間保育園においては旧都基準での保育士を 配置し ているも のの、 そ

れ以外の保育園では国基準での配置と なっ ており 、 周辺市と 比べる と 不十分なも のと

なっ ている。  

また、 保育の質の見守り のための巡回支援や指導検査、 保育士の人材育成・ 処遇改

善支援なども 、 小金井市と し て保育体制を 確かなも のにする ための重要な課題と 認識

さ れており 、取組を 進めていると こ ろである。特に指導検査については、２ ０ ２ ４ 年に

市単独で緊急の検査を 行なっ たが、 施設の急増に対応し き れていない現状がある。  
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④ 地域の在宅子育て家庭への支援の現状 

小金井市では、 在宅子育て家庭への支援と し て、 公民の保育園における子育て相談

のほか、みんなであそぼう 保育園（ 市立保育園３ 園、民間保育園１ ５ 園）、園庭開放（ 市

立保育園３ 園、 民間保育園４ 園） などの取組が行なわれている。  

また、 こ ども 家庭セン タ ーに付設し た親子遊びひろ ば事業「 ゆり かご」（ 委託）、 児童

館４ 館における子育てひろ ば・ 乳幼児のつどい事業、 学童保育所６ か所における子育

てひろ ば事業を 実施し ている。 そのう ち、「 ゆり かご」 と 児童館子育てひろ ば事業につ

いては、 国の補助を 受けて、 地域子育て拠点事業及び地域子育て相談機関と し て位置

付けていく 計画である。  

児童館における子育てひろ ば事業には、市立保育園から 栄養士・ 看護師・ 保育士を 必

要に応じ て派遣し てき たと こ ろ である 。 ２ ０ ２ ３ 年度には、 児童館子育てひろ ば事業

は各種事業を 合計し て１ ，２ ７ ５ 回開催さ れ、延べ２ ７ ，６ ７ ６ 人が利用し ている。（ 資

料５ ）  

 

⑤ 保育ビジョ ンの策定 

 「 小金井市すこ やか保育ビジョ ン」 及び「 保育の質のガイ ド ラ イ ン」（「 はじ めに」 参

照） では、  

 

すべての子ども の最善の利益を 保障し 、  

現在を 最も よく 生き 、 望まし い未来を  

創り 出す力の基礎を 培います。  

地域の自然や人々と つながる中で 

多様な体験や仲間づく り を 通し て 

質の高い保育を 目指し ます。  

 

と 定めている。そし て、本ビジョ ン及びガイ ド ラ イ ンの理解・ 共有のための民間保育園

も 含めた市内保育園の保育士に対する 合同研修を ２ ０ ２ ２ 年から 実施し 、 こ れまでに

延べ１ ３ ２ 人が受講し ている。  

本ビジョ ンでは、「 保育の現状と 課題」 の中で、「 待機児童の状況」、「 保育の質の維

持・ 向上」、「 多様な保育ニーズへの対応」 の３ つを 課題と し て挙げている。そし て、「 保

育の質の維持・ 向上」 では「 保育士の確保」 と「 市内保育施設等と の連携・ 幼保小連携」

を、「 多様な保育ニーズへの対応」 では「 特別な配慮が必要な子ども の支援」・「 アレ ル

ギーのある子ども の保育」・「 要保護児童・ 要支援家庭の支援」・「 休日保育や一時預かり

等」・「 病児保育・ 病後児保育」 を 具体的な課題と し ている。  

こ れら については、具体的な取組を 進めてき ているが、それぞれ課題も あるため、次

項の「（ ２ ） 小金井市の保育・ 地域子育て支援を 取り 巻く 問題」 で詳し く 述べる。  

 

（ ２ ） 小金井市の保育・ 地域子育て支援を 取り 巻く 問題 

 

①  待機児童対策及び必要利用定員の見通し  

待機児童の解消については２ ０ ２ ３ 年４ 月に「 待機児童ゼロ」 を 達成し たが、特に年

度途中の０ ・ １ 歳児ク ラ スの利用不可数は相当数に上っ ており 、 対応が必要と なっ て

いる（ 資料６ ）。  

一方、 少子化の著し い進行があり 、 今後の定員管理にも 課題がある。  

２ ０ ２ ４ 年４ 月１ 日における 我が国の１ ５ 歳未満人口は、 過去最少の１ ， ４ ０ １ 万

人で、 １ ９ ８ ２ 年以来４ ３ 年連続の減少と なっ た。 小金井市における２ ０ ２ ５ 年４ 月
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１ 日現在の１ ５ 歳未満人口は１ ５ ，６ ７ ５ 人で、２ ０ ２ ２ 年の１ ５ ，７ ４ ２ 人をピーク

と し て、 こ こ ３ 年は微減が続いている状況である。  

４ 月１ 日現在の就学前児童数（ ０ ～５ 歳） は、 ２ ０ ２ ５ 年は５ ， ７ １ ６ 人で、 ２ ０ ２

１ 年の６ ， ５ ０ ２ 人を ピーク に、 近年は減少し ている。 ２ ０ ２ ５ 年３ 月に改定し た「 の

びゆく こ ども プラ ン 小金井」 では、２ ０ ２ ９ 年の就学前児童数を ５ ，５ ４ ２ 人と 推計

し ていると こ ろ である。  

市内の認可保育施設の４ 月１ 日時点の状況と し ては、０ 歳児・ ３ ～５ 歳児中心に「 空

き 」 が生じ ており 、 市では民間保育園の運営安定のために０ 歳児の欠員に対する補助

を独自に行っ ていると こ ろ である。  

 

② 保育の量の拡大から 質の向上へ 

国は、 ２ ０ ２ ３ 年１ ２ 月２ ２ 日に「 こ ども 未来戦略」 を 閣議決定し 、 保育に関連し て

は保育の量の拡大から 質の向上へと 力点を 移すと いう 方向性のも と 、 保育士配置基準

を見直し た。 ２ ０ ２ ４ 年度から ３ 歳児の「 １ ５ ： １ 」 を 基準化する と と も に、 ４ ・ ５ 歳

児の職員配置基準を「 ３ ０ ： １ 」 から「 ２ ５ ： １ 」 に改善し 、 また、 1 歳児についても 、

２ ０ ２ ５ 年度以降早期に「 ６ ： １ 」 から「 ５ ： １ 」 への改善を進める予定と し ている 。  

小金井市においても 、 こ れら の国の動き に対応し 、 公民の保育施設において新基準

の保育士配置はも ち ろ ん、 多様なニーズへの対応のための保育士が確保・ 育成でき る

よう に施策を 打っ ていく 必要がある。  

またこ の間、市内保育園においても 、いく つかの不適切事案が発生し ている。園児置

き 去り や園児に対する不適切な言動等の不適切保育、 保育士の配置報告での水増し 、

補助金の不正な受給、 保育士の大量退職などがあっ た。 こ れら は子ども の健やかな育

ちが守ら れる 権利、 質が確保さ れた保育を 受ける権利を 損なう も のであり 、 防止は行

政の責任である。  

ほと んどの保育現場では適切な保育が行われているが、 市と し て不適切事案を防ぎ、

改善し ていく ためには、 巡回支援や指導検査等の取組が欠かせない。 し かし 、 現状で

は、 指導検査はほぼ都と 合同での年数回の実施であり 、 ２ ０ ２ ４ 年度には市単独で緊

急の指導検査も 行っ たが、 民間保育園の急激な増加に対応でき ていない。 設立以来一

度も 指導検査がさ れていない民間保育園も ある状況であり 、 行政と し て指導検査体制

の拡充は必須である。  

 

③ すべての子ども の権利保障と 多様な支援ニーズへの対応 

 こ ども 施策を 社会全体で総合的かつ強力に推進し ていく ための包括的な基本法であ

るこ ども 基本法が２ ０ ２ ３ 年４ 月に施行さ れた。 同年４ 月１ 日にはこ ども 家庭庁が設

置さ れ、「 こ ども まんなか社会」 の実現に向けて、 国を 挙げた取組が進めら れている 。 

小金井市においては、２ ０ ０ ９ 年３ 月に小金井市子ども の権利に関する条例が制定・

施行さ れ、「 子ども の権利の保障を 図り 、 すべての子ども が生き 生き と 健やかに安心し

て暮ら せるまち小金井をつく るこ と 」 を 目指し ている。  

こ ども 基本法では、「 全てのこ ども について、（ 中略） その健やかな成長及び発達並び

にその自立が図ら れるこ と その他の福祉に係る 権利が等し く 保障さ れる」 こ と が明記

さ れており 、児童発達支援センタ ーの機能強化（ ２ ０ ２ ４ 年児童福祉法改正施行） や医

療的ケア児の支援（ ２ ０ ２ １ 年医療的ケア児及びその家族に対する 支援に関する法律

施行） などの施策は、 その実現を 目指すも のと 言える。  

児童発達支援センタ ーは地域の障害児支援の中核的役割を 担う よ う 求めら れている

が、 改正に伴い改訂さ れた「 児童発達支援ガイ ド ラ イ ン」 は、 地域社会への参加・ 包摂

（ イ ンク ルージョ ン ） の推進のため、 保育所等への移行や併行利用も 支援するよう に

児童発達支援（ センタ ー、 事業） に求めている。  
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医療的ケア児支援法は、 医療的ケア児及びその家族に対する支援策を 国や地方公共

団体の責務と すると と も に、 保育所等の運営者にも 、 在籍する医療的ケア児に適切な

支援を 行う 責務を 課し ている。  

小金井市では、 ２ ０ ２ ３ 年度に市立保育園５ 園・ 民間保育園２ ９ 園で合計１ １ ９ 人

の障害児を 受け入れている。 障害児の受け入れは２ ０ ２ １ 年度の７ ８ 人から 拡大さ れ

ているが、更なる受入れ体制の充実が求めら れている。医療的ケア児は、２ ０ ２ ５ 年４

月現在、市立保育園２ 園・ 民間保育園２ 園で合計５ 人を 受け入れているが、同様の対応

が求めら れる。  

 

④ 地域の子育て支援の拡充 

２ ０ ２ ２ 年、国は、子育て困難家庭への支援、児童虐待防止などを 徹底するため、「 子

育て世代包括支援センタ ー」（ 母子保健） と「 市町村子ども 家庭総合支援拠点」（ 児童福

祉） を 一体化し た「 こ ども 家庭センタ ー」 の設置を 市町村の努力義務と し た。「 こ ども

家庭センタ ー」 は、子育て家庭に身近な市町村が、妊娠期から 子育て期の切れ目のない

支援を 実現するためのマネジメ ント を 行う 機関と 目さ れている。 必要な場合にはサポ

ート プラ ンを 作成し 、 認可保育園も 含む関係機関と 連携し て支援体制を 構築する。 ま

た同時に、区域ごと に、その住民から の子育てに関する相談に応じ 、必要な助言を 行う

こ と ができ る地域子育て相談機関( 保育所、認定こ ども 園、地域子育て支援拠点事業等)

を 設ける こ と も 市町村の努力義務と し ている。 こ ども 家庭センタ ーに相談するこ と に

抵抗がある場合なども 、 気軽に立ち寄れる窓口と し て想定さ れている。  

こ のよう に「 子育ての孤立」が社会問題化する中、市町村、認可保育園等関係機関に、

地域の子育て家庭（ 在宅子育て家庭） を支援する役割がより 強く 求めら れる よう にな

っ ている。  

小金井市では、 前述のと おり 、 児童館４ か所で「 子育てひろ ば」、 親子あそびひろ ば

「 ゆり かご」（ こ ども 家庭センタ ーの一角、 民間に委託） を 設けて、 地域の在宅子育て

家庭の親子の交流の場の提供、 子育て相談等の在宅子育て支援を実施し てきた。  

また、 ２ ０ ２ ４ 年４ 月にこ ども 家庭セン タ ーを 設置し て、 それまで子ども 家庭支援

センタ ー・ 保健センタ ーが担っ てき た児童福祉と 母子保健を 統合し た。  

市立保育園は、 すでにこ ども 家庭センタ ーと の連携を 開始し 、 要請を 受けての緊急

対応なども 行なっ ている。 こ のよ う な体制が定着し 、 国が構想する よう なこ ども 家庭

センタ ーと 様々な機関と の連携が軌道に乗る までには、 地域の各機関がその地域にお

ける役割や連携体制についての相互理解を 深め、 途切れるこ と なく 連携体制を 継続す

るための努力が必要と なる。  

在宅子育て支援については、 こ のほか２ ０ ２ ４ 年に法制化さ れた「 こ ども 誰でも 通

園制度（ 乳児等通園支援事業）」 が２ ０ ２ ６ 年に本格実施と なる予定である。 こ れと は

別に東京都は「 多様な他者と の関わり の機会の創出事業」 を 開始し ており 、小金井市で

は幼稚園において実施さ れている。  

こ う いっ た一時的な保育の利用は、 子ども にと っ ては、 家庭ではでき ない遊びの体

験、 親以外の大人や子ども 同士のかかわり を 通し て育ちを 支援さ れるこ と 、 保護者に

と っ ては、心身のリ フ レ ッ シュ のみなら ず、専門職の助言や共感を 得るこ と で、子ども

への理解を 助けら れたり 子育てを 励まさ れたり するなどの子育て支援につながっ てい

る。 同時に、 従来から 普及し ている一時預かり の制度も 含め、 こ れら の一時的な保育

が、 隠れた支援ニーズの発見や、 深刻な事態における ニーズに対する直接的で包括的

な支援を 可能と するも のと し て、 在宅子育て支援の重要な手立てと なっ ている。  

小金井市では、 今後こ れら の事業を どのよう に展開し ていく かが課題になっ ている。

待機児童の解消によ り 一時保育の利用が減少する一方で、 市立保育園が実施する一時

保育に対し て定員以上の申込がある状況も 報告さ れている。  
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⑤ 市立保育園が直面する問題 

 上述の「 保育ビジョ ンの策定」 のと おり 、「 保育士の確保」 が大き な課題と なっ てい

る。 ２ ０ ２ ５ 年４ 月１ 日現在、 保育士は、 正規職員はほぼ採用でき ているも のの、 育休

代替任期付職員・ 会計年度任用職員では多く の欠員が生じ ており 、その結果、園で実際

に勤務する職員数が少なく なり 正規職員に負担が掛かっ ている状況である。 保育園職

員アンケート でも 、 今の保育の安全を 確保する だけで精一杯の現状が多数訴えら れて

いた。行財政改革プラ ン２ ０ ２ ０ において、市立保育園の民営化が計画さ れ、定員管理

上１ ４ 人について一般任期付職員での採用と さ れたが、 本委員会での議論ではそのこ

と も 市立保育園の採用難や現場の負担等に影響し ていると 指摘さ れた。  

  園舎の老朽化も 深刻な状況である 。 市立保育園５ 園のう ち 、 ３ 園は築年数が５ ０ 年

を 超え、 本委員会の視察においても 建物の傷み具合がひどく 、 改修等が十分に行われ

ていないと の指摘があっ た。 なお、 ２ ０ ２ １ 年の市の「 公共施設個別施設計画」 におい

ては、市立保育園について、早期に抜本的な対策を 講じ る 必要があると の指摘がさ れ、

２ ０ ３ ０ 年までに劣化が進行し ている 部位の修繕や長寿命化修繕を 実施する 計画が立

てら れていたが、２ ０ ２ ４ 年の「 公共施設等総合管理計画」 では３ 園を 廃園と する方針

案を 提案し ているこ と 、 各施設の将来の在り 方に関する検討を 行い、 適切に対応する

こ と などが記さ れた。業務環境に関し ては、Ｉ Ｃ Ｔ の活用についても 、ネッ ト ワーク が

不十分で、端末の台数が極めて少ない状況にあり 、Ｄ Ｘ が進んでいると は言えない。国

は保育現場においても Ｄ Ｘ を 推進し 、 補助等を 行っ ており 、 市立保育園においても 活

用が望まれている。  

  また、こ ども 家庭センタ ーを 中心と し た施設連携の強化も 課題である。市立保育園、

民間保育園、 子育てひろ ば（ 児童館）、 児童発達支援セン タ ー「 き ら り 」、 児童相談所、

要保護児童対策地域協議会、そし て、小学校、学童保育所等と の連携を 有機的に進めて

いく 仕組みづく り が必要である。  

  最後に、こ れら 課題解決のための更なる財源確保の問題がある。市の説明では、小金

井市の令和５ 年度決算では、 市民 1 人当たり で、 地方税収は多摩２ ６ 市中１ ０ 位であ

るが、歳入合計では２ ２ 位であり 、比較的税収はあるが、厳し い財政状況が続いている

と あり 、 その中でも 児童福祉費は市民１ 人当たり で多摩２ ６ 市１ 位の水準と なっ てお

り 、保育施策に現在以上の財源を 確保するのは困難と の説明も あっ た。「 三位一体改革」

で公立保育園の運営費・ 施設整備費が基礎自治体の負担と なっ たこ と も 、 市立保育園

に関する 財源確保を 難し く し ている 。 ただし 、 児童福祉費や保育施策経費の使途や費

用対効果については、 精査する必要がある。 なお、 委員から は「 財政調整基金も 令和５

年度末で７ ０ 億円を 超え、 財政が危機的状況であると の判断には疑問がある 」 と の意

見も あり 、 総合的に検討するこ と が求めら れる。  

 

⑥ 地域の公民連携の不足 

  保育及び地域における子育て支援の拡充のためには、 地域ごと に市立保育園と 民間

保育園が現場レ ベルで連携し 、 お互いの実践に学び合い、 質を 高めていく 取組が不可

欠である。  

現在、 小金井市では、 民間保育園園長会での交流、 合同研修、 保育の質のガイ ド ラ イ

ン研修のほか、 ２ ０ ２ ２ 年６ 月から 民間園も 含めた市内各園の看護師による 「 ほけん

根っ と ワーク 」 が、 翌年６ 月から 栄養士による「 おいし い給食研究会」 を 実施し ている

が、各園職員の現場レ ベルでの交流は十分ではない。研修においても 、公民と も に職員

繁忙のため、 参加し にく い状況にある 。 こ う し た点を 改善し て地域ごと に公民連携を

充実さ せる仕組みづく り が必要である。  
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２  市立保育園に求めら れる４ つの役割 

（ １ ） 公立保育園の特性 

 

市立保育園の役割を 考えるにあたっ て、本委員会では、公立保育園の特性を 整理し た。

公立保育園には次の５ つの特性があると 考えら れる 。  

① 経験を 積んだ人材を 保有し ている こ と 。 人材の確保や定着がし やすい雇用の安定性

を有し ているこ と 。  

② 市の組織力を 活かし 、 地域の緊急事態にも 対応でき るこ と 。  

③ 市の直営施設と し て、 行政部門と 直結し ながら の横断的連携が可能であるこ と 。  

④ 機能を 恒常的に維持でき るこ と 。  

⑤ 様々な子ども 施策に関し て、 子ども の権利を 保障する行政の責任を 直接的に担い、

実現するこ と ができ るこ と 。  

 

（ ２ ） 公民の関係についての議論の整理 

 

 公立保育園と 民間保育園の関係については、 次のよう に整理し た。  

・ 認可保育園（ 保育所） は児童福祉施設であるため、 民間事業者であっ ても 児童

福祉の理念に基づいた事業を実施する責務があるこ と はおさ えておかなければな

ら ない。（ 児童福祉に反する事業内容と なっ ている 場合には、市が指導する責任が

ある。）  

・ 基本的に障害児保育は、 公民の認可保育園に行う べき 責任がある 。 ただし 、 職

員体制や設備の関係で制約がある場合も ある。 公立は民間で受け入れら れないケ

ースを 率先し て受け入れ、 またその専門性・ 経験の蓄積を 活かし て、 民間保育園

がより 広く 障害児を 受け入れら れるよう に援助する役割が求めら れると 考える。  

・ 一時保育を 要する要保護児童についてはすべての発見者は速やかに通報する義

務がある。 懸念があるが確かではない場合や一時保護には至ら ない場合（ 要支援

家庭・ 児童） には、 公民の保育施設はと も に関係機関と 連携し ながら 予防的支援

を 行う こ と が求めら れる。 また、 一時保護を 解除さ れるなどと し て家族再統合と

なり 見守り が必要なため、 公民の保育施設に児童相談所から 要請がある 場合も あ

る。 仮に、 民間で対応が難し いケースがあっ た場合には、 公立が率先し て受け入

れ、 子ども の最善の利益を考慮し た対応を 行う こ と が求めら れる。  

・ 公立は、 直営施設と いう 機関と し ての特色を も ち、 職員の経験年数が長く 、 均

質な保育を 持続的に提供できる と いう 特性があると 言える。 一方、 民間施設はそ

れぞれに創意工夫を も っ て運営さ れており 、 そのあり 方は多様である。 こ う し た

状況を 踏まえた上で、 保育の質の維持・ 向上が求めら れるが、「 保育の質」 は多面

的であり 、 一元的な基準で論じ るこ と は難し いこ と に留意する必要がある 。  
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（ ３ ） 市立保育園に求めら れる４ つの役割 

 

 公立保育園の特性と 公民の関係についての整理を 踏まえて、 西東京市等における 議論

も 参考にし ながら 、 小金井市における市立保育園の役割は次の４ つであると 整理し た。  

① 地域の連携、 保育の質の維持・ 向上を推し 進める役割（ 学ぶ・ つなげる）  

② 難度の高い保育を 率先し て担う 役割（ 取り 組む）  

③ 公立保育園の機能を 活かし て在宅子育て家庭を 支援する役割（ 手を 伸ばす）  

④ 緊急時に地域の子ども と 保育を 守る役割（ そなえる）  

 

【 市立保育園の役割の位置付け】  

小金井市は、 どの子も 、 そし てどの親も 一人にせず、 安心し て子育てができる環境の構築を 目指し ている。

近年増加する、 多様なニーズをも つ子ども 、 家庭を 含めた、 イ ン ク ルーシブな社会を 実現するためには、

保健、 医療、 福祉、 教育、 子育て等の関連分野が有機的に連携するこ と が重要と なる。 その中核にはこ ども

家庭センタ ーが位置する こ と になるが、 保育所等はこ ども 家庭センタ ーと 連携し ながら 、 保育・ 子育て支

援を 通し て、 その一端を 担う 大き な役割を も つ。 各市立保育園は行政機関と し てその役割を 主体的に担い、

各地域の民間保育施設への協力・ 支援、 連携の場づく り を 行う こ と が求めら れる。  

 

【 市立保育園の役割】  

№ 役割 公立と し て期待さ れる機能 

１  地域の連携、保育の

質の維持・ 向上を推

し 進める役割 

【 学ぶ・ つなげる】  

●地域の保育の質の維持・ 向上 
・ 保育所保育指針・ 小金井市保育の質のガイ ド ラ イ ンに準拠し た保育を 自

ら 行い、 小金井市における保育のひと つの実践モデルと し て存在する。  

・ 地域の民間保育施設と 連携・ 交流し 、 学び合いの場を つく っ たり 、 蓄え

ら れた専門性・ 経験値を 活かし た支援を 行う 。  

・ 園庭開放などにより 民間保育施設の支援を 行う 。  

・ 小金井市が巡回支援や指導検査を 実施するための人材を 育成する。  

２  難度の高い保育を

率先し て担う 役割 

【 取り 組む】  

●要配慮児、 要支援家庭・ 児童の支援 
・ 配慮を 要する子ども （ 障害児、 医療的ケア児）、 要支援家庭・ 児童（ 外国

籍、生活課題を かかえる、 養育困難、虐待懸念） に寄り 添い、 行政機関と

し て難度の高い保育に自ら 率先し て取り 組む。  

・ こ ども 家庭センタ ー、 療育機関、 医療機関などと 連携する。  

・ こ れら の経験知や専門性を 蓄積し 、 民間保育施設と の事例共有や必要な

支援の提供等により 、 小金井市の支援体制を 強化する。  

３  公立保育園の機能

を 活かし て 在宅子

育て 家庭を 支援す

る役割 

【 手を伸ばす】  

●在宅子育て家庭の支援 
・ 地域の在宅子育て家庭への支援を 、 保育の専門性・ 経験知を 活かし て行

う 。  

●子育て支援セン タ ーと し ての機能 
・ 子育て相談（ 対面、 電話、 メ ールなど）、 出前保育、 母子保健事業に参加

するアウト リ ーチの活動、 一時保育やこ ども 誰でも 通園制度などの実施

を 通し て支援ニーズを発見する。  

・ 必要に応じ て保育の実施による 支援を 行なっ たり 、 こ ども 家庭センタ ー

等他機関と 連携し て支援を つなぐ など、幅広く 状況に応じ た支援を 行う 。 

４  緊急時に地域の子

ど も と 保育を 守る

役割 

【 そなえる】  

●地域の保育施設でのト ラ ブル対応 

・ 地域の保育施設でト ラ ブル等による保育の停止などがあっ た場合には子

ども の受け皿になる。  

●災害時等の対応 

・ 小金井市の災害時対応の一端を 担い、 市の機関と し て横断的に連携し な

がら 、 子育て家庭、 保育施設の支援を 行う （ 例 避難所での出前保育、

復旧が遅れている保育施設利用者のための臨時保育、 民間施設への支援

物資提供の拠点になるなど。）  
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【 図】 市立保育園の地域連携 

 

 

 保育所等はこ ども 家庭センタ ーと 連携し ながら 、保育・ 子育て支援を通し て、その一端を 担う

大き な役割を 持つ。 市立保育園は行政機関と し てその役割を主体的に担い、 各地域の民間保育

施設への協力・ 支援、 連携の場づく り を 行う こ と が求めら れる。  

 こ の観点から 、 市立保育園の役割を 、 上表のと おり ４ つに整理し た。  

 

第一の役割は「 地域の連携、 保育の質の維持・ 向上を 推し 進める役割」（ 学ぶ・ つなげる ） で

ある。 市立保育園は保育所保育指針・ 小金井市保育の質のガイ ド ラ イ ンに基づく ひと つの実践

モデルと し て存在し なければなら ない。また、地域ブロ ッ ク ごと に民間保育園と の連携・ 交流を

図り 、学び合いの場を つく るこ と 、その蓄えら れた専門性・ 経験知を 活かし た支援を 行う こ と が

求めら れる。 また、 安全な砂場を 有するなどの専用園庭のメ リ ッ ト を 地域の民間保育園と も 共

有する などの活動も 推奨さ れる。 さ ら に、 こ う いっ た活動を 通し て、 市（ 保育課） が行う 巡回支

援*や指導検査に携わるこ と のでき る人材を 育成するこ と も 求めら れる。  

*こ こ で言う 巡回支援と は、 基礎自治体の職員が認可・ 認可外の保育施設を訪問し て助言や指導を行う も ので、

障害児保育の支援と し て行われる専門人材派遣による巡回相談と は異なる。  

 

 第二の役割は「 難度の高い保育を率先し て担う 役割」（ 取り 組む） である。 １ の「 小金井市に

おける 保育等の現状」 で解説し たと おり 、 障害児・ 医療的ケア児の支援、 児童虐待予防を 視野に

入れた「 切れ目のない」 支援など、子育て世帯に身近な基礎自治体に多く の役割が期待さ れるよ

う になっ ている。その実現のため、行政機関である 市立保育園が、こ ども 家庭センタ ー等と 連携

し 、様々な支援ニーズをも つ児童・ 家庭への支援を 率先し て担う こ と が強く 求めら れている。同

時に、 支援事例を 民間保育園と も 共有する など、 公民が連携し て地域の支援力を 強化する こ と

が期待さ れる。  

 

 第三の役割は「 公立保育園の機能を 活かし て在宅子育て家庭を 支援する役割」（ 手を 伸ばす）

である 。在宅子育て支援については、児童館などの先行事業があるが、市立保育園は保育の現場

を担う 専門性、看護師や栄養士などの人材を 活かし た支援が可能である。すでに、市立保育園で
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は国の「 地域子育て支援拠点事業（ 子育て支援セン タ ー）」 の内容の一部を実施し 、 こ ども 家庭

センタ ーと の連携も 図っ ているが、 国の制度により 地域担当保育士を 配置する こ と により 機能

を充実さ せるこ と 、 あるいは、 国が区域ごと *に整備を 求める地域子育て相談機関と し て機能す

るこ と も 期待さ れる。 いずれも 児童館等の先行事業はあるが、 市立保育園は、 遊び場・ 交流の場

の提供にと どまら ず、 保育の専門性を も つ機関と し て、 また保育による直接支援を 行える 機関

と し ても 、 役割を 担う こ と が求めら れる。  

*区域ごと：  ２ ０ ２ ４ 年３ 月の国の通知「 地域子育て相談機関の設置運営等について」 においては、 徒歩１ ５ 分

以内、 中学校区に１ か所を目安に、 段階的に地域子育て相談機関を 整備するよう 求めている。  

 

 第四の役割は「 緊急時に地域の子ども と 保育を守る役割」（ そなえる） である。市立保育園が、

行政が設ける子ども のセーフ ティ ネッ ト と し て機能する 。 例えば、 地域の保育施設でのト ラ ブ

ル等で保育が不可能と なっ た場合の子ども の受け皿と なる役割などである。 災害時おいて、 市

立保育園は福祉避難所と し て指定さ れている が、 市の機関と し て横断的に連携し ながら 、 特に

子育て家庭や保育施設の支援を 行う こ と が期待さ れる。  

 

３  市立保育園の役割を実現するための課題  

市立保育園の４ つの役割を 踏まえ、 また市立保育園が直面する 現状に向き 合っ たと き 、 必

要な体制の確保を 行う 上で、 次のよ う な課題があると 考えら れる。  

 

（ １ ） 市立保育園における保育士の人員不足 

２ ０ ２ ５ 年４ 月１ 日現在、保育士は、正規職員はほぼ採用でき ているも のの、育休代替

任期付職員・ 会計年度任用職員では多く の欠員が生じ ており 、その結果、園で実際に勤務

する職員数が少なく なり 正規職員に負担が掛かっ ている 状況である。 特に育児休業を 取

得し た職員の代替である任期付職員は採用がほと んどでき ていないなど危機的状況であ

る。こ のため、保育園職員アンケート でも 、今の保育の安全を 確保するだけで精一杯であ

ると の現状が多数訴えら れていた。こ のよう な負担の重さ やワーク・ ラ イ フ・ バラ ンス維

持の難し さ から 、 退職者が更に増える恐れがある。  

地域子育て支援体制の強化や、 配慮が必要な子ども ・ 家庭の支援などの役割を 担う た

めには、 上記のよう な保育士等の欠員の解消と と も に、 医療的ケア児対応に対する 看護

師なども 含めた新たな役割を 担う 人員確保・ 拡充が必要である 。  

 

（ ２ ） 市立保育園の園舎の老朽化 

子ども の安全確保、 保育や子育て支援の効率的な実施のために建物の老朽化対策は急

務である 。 保育園職員アンケート でも 、 施設の古さ が原因で怪我が起こ る、 お湯が出な

い、 エアコ ンが壊れるなど、 命にかかわるよ う な憂慮すべき状況が報告さ れている。  

医療的ケア児の受け入れのためには、 医療器具を 安全に利用でき なければなら ない。

また、 地域の拠点、 福祉避難所と し てバリ アフ リ ー化も 必要である。  

 

（ ３ ） 市立保育園の適正な配置 

上記２ 点と の関連で、 市の諮問は市立保育園の適正な配置について問う ているが、 市

立保育園の配置については、 ４ つの役割を実現するために必要な配置と 、 定員管理の面

から 適正と 考えら れる配置の両面から 検討する必要がある。  
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４  市立保育園の在り 方 ～課題への対応策 

 

市立保育園の役割を 実現するための課題は、 前項に示し た以外にも 様々なも のがあるが、

以下には、 市から の諮問にそっ て整理し た対応策を 述べる。  

 

（ １ ） 諮問さ れた「 ５ つの課題」 への対応策 

 

【 諮問事項１ 】 園舎老朽化への対応 

早急な対策が不可欠である。 例えば、 こ ども 誰でも 通園制度実施園には国の改修補

助がある。 また、 市内の学童保育所については大規模化が問題と なっ ているが、 学童

保育所と し て整備する場合にも 都の補助がある（ 合築を 検討）。 こ う し た補助を 積極的

に活用すると と も に、 子ども ・ 若者施策に関する複合施設化、 児童発達支援センタ ー

等と の合築なども 視野に入れるべき である。（ 資料７ ）  

 

【 諮問事項２ 】 保育定員の適正化 

  児童数の減少及び保育体制を 踏まえて、 市立保育園では３ 園で募集数の調整を 、 一

部の民間保育園でも 利用定員の調整を 行っ ている。 今後も 、 児童数が減少する見通し

であり 、 公民と も に定員調整が必要になる。  

  市立保育園においては、 定員を 縮小する こ と により 、 保育士の欠員を 解消する と と

も に、新たな役割を 担う ための保育人材を 確保するこ と も 考えら れる。ただし 、障害児

支援や医療的ケア児支援を 市立保育園全園で担っ ている現状があり 拡充が望まれてい

るこ と や、 園庭のある市立保育園は現在も 幼児ク ラ スまで定員が埋まっ ている状況が

あるこ と など、 地域の子ども・ 家庭のニーズを捉えた判断が必要である。 さ ら に、 年度

途中の待機児童の発生について、 市立保育園で対応し ていく こ と も 視野に入れておき

たい。（ 資料６ ）  

 

【 諮問事項３ 】 保育サービス拡充に向けた予算と 人員の確保 

  保育の質を 保ち、 新たな役割を 果たし ていく ためには、 現在生じ ている 保育士等の

欠員の解消が欠かせない。 その上で、 新たな役割を担う 人員の配置も 必要である。  

  本答申によ り 、 市立保育園の今後への見通し が確立するこ と によ り 、 小金井市にお

ける保育士採用が改善さ れるこ と を 期待し たい。 なお、 欠員の多く は育休代替任期付

職員・ 会計年度任用職員で生じ ており 、 欠員を 補う ために必要な正規職員を 確保する

必要があると 考えら れる。 なお、 総合的見直し（ 民営化等） を行う こ と を 前提に１ ４ 人

の正規職員を 退職に合わせて一般任期付職員の採用に切り 替えたと いう 経緯があっ た

こ と について、 改めて是非を 検討する必要があると 考えら れる。  

人員配置の予算を 確保するためには、 子育て支援センタ ー併設によ る地域担当保育

士の補助、 国のこ ども 誰でも 通園制度又は都の多様な他者と の関わり の機会の創出事

業等を 実施するこ と による補助など国や都の各種補助金の積極的な活用も 視野に入れ

るべき である。  

 

【 諮問事項４ 】 公立保育園の公費負担 

【 諮問事項５ 】 自治体経営の観点（ 市立保育園５ 園維持の困難）  

  市全体の保育の質を 維持・ 向上さ せていく ために、 市立保育園には本答申に示し た

役割を 果たすこ と が求めら れており 、 その実現に向けた予算を 確保し 、 それぞれの機

能に必要な人員・ 人材を配置し 、 老朽化施設を 改善するこ と が不可欠である。  
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  公費の配分等については、 子ども の利益を 第一に適正化さ れるよ う 検討し ていただ

きたい。 例えば、 小金井市の保育料は比較的低めであり 、 その適正化も 考えら れる。 保

育料は、 東京都が第一子も 無償化を 実施する方針を 示し ているが、 それが実施さ れた

場合には、現在、市独自で保育料を 軽減し ている財源も 、こ れら の取組に充てるべき で

ある。また、民間保育施設への補助について、保育士配置など保育の質により 連動さ せ

るこ と なども 検討さ れたい。  

   

（ ２ ） 市立保育園の役割の速やかな実現のために＜在り 方＞ 

 

① 『 機能（ 役割）』 について  

● 上述「 ２  市立保育園に求めら れる４ つの役割」 の記載のと おり 。 子ども の権利

を 保障する市の実働機関と し ての市立保育園の役割を 記し た。  

 

② 『 配置』 について 

前項（ １ ） に示し たこ と を 踏まえ、 本委員会は、 市が諸課題に対応し た上で、 必要

な場合には、 市立保育園の配置（ 園数） や定員について検討するこ と も 必要と の議論

に至っ た。 検討の観点について、 次のよう に整理し た。  

 

● 保育ニーズ充足の見通し  

上述【 諮問事項２ 】 に記載のと おり 。  

 

● 地域の子育て支援体制の強化 

市立保育園はすでに、 一時保育を実施し つつ、 こ ども 家庭センタ ーと の連携によ

る緊急対応を 受け入れており 、 地域の在宅子育て家庭の孤立防止、 隠れた支援ニー

ズの発見と 早期対応を 行える 行政直営の支援機関と し て適正に配置さ れる こ と が

望まれる。 こ のと き 、 子育て支援拠点・ 相談機関等が連携し つつ、 それぞれが主た

る担当地域を も ち、 子育て家庭に身近な支援者と し て存在するこ と が求めら れる。 

 

● 適正な規模の地域ブロッ ク のあり 方 

市全体の保育の質の維持・ 向上のためには、 何より 行政・ 市立保育園・ 民間保育

園の信頼関係が不可欠である。 民間保育園の自律性・ 多様性を 尊重し つつ強みを 活

かし 、 関係機関と も 連携し ていく 公民連携の仕組み（ ネッ ト ワーク ） づく り を 進め

なければなら ない。 こ のと き 、 市立保育園は、 障害児・ 医療的ケア児支援などを 民

間と 協力し ながら 率先し て担っ ていく 役割が期待さ れている。  

こ れら のこ と から 、 市内を 適正な地域ブロッ ク に分け、 それぞれに市立保育園を

拠点と し て配置するこ と により 、 保育及び子育て支援の提供を 丁寧に行っ ていく こ

と が望まれる 。  

 

● 市立保育園の配置数と 定員（ 地域ブロッ ク の分け方）  

市立保育園の配置については、 現行の５ 園体制であれば市民にと っ て地理的にも

身近であり 、 園にと っ ては子ども ・ 家庭に目が行き 届き やすいと いう 利点がある。

一方で、 人員確保や老朽化対策のために園数や定員の調整を 検討する必要がある場

合には、 次のよう な条件を 満たせるよう 検討すべき である。（ 資料８ 、 資料９ 、 資料

１ ０ ）  

⑴  市内を 適正な地域ブロッ ク に分け、 各ブロッ ク に市立保育園が１ 園ずつ配置さ

れるよ う にするこ と 。  
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⑵  ブロッ ク は、 でき るだけ人口や所在する保育施設の数が偏ら ないよう に設定す

るこ と 。  

⑶  市内のどこ から も 子連れで歩いて１ ５ 分程度以内に相談できる 拠点が存在する

よう にするこ と 。  

 
 

● 配置についての検討内容 

委員会では、 地域を ５ 〜２ ブロッ ク に分けた場合について検討し た。  

 

⑴  市立保育園１ 園当たり の児童数や民間施設数が少ないほう が、連携や支援がし や

すいと 考えら れる。 以下に、 多摩２ ６ 市における「 少ないほう から の順位」 を 挙げ

た。 また、（  ） 内には、 資料４ で示し た公立保育園設置率、 園庭保有率、 障害児受

入可能園率を 、 そのブロッ ク 分けでの公立園数で換算し 直し た数字を 示し ている。

なお、こ れら の周辺２ ２ 市での平均は、 公立保育園設置率１ ２ ． ４ %、園庭保有率７

８ ． ５ %、 障害児受入可能園率９ ６ ． ７ %である。（ 周辺市と の比較・ 資料９ 、 資料

４ ）  

＜５ ブロッ ク に分けた場合＞ 

児童数の少なさ では１ ０ 位、 民間保育施設数の少なさ では１ ４ 位である。（ 公立保

育園設置率１ １ ． ４ %、 園庭保有率３ ８ ． ６ %、 障害児受入可能園率７ ９ ． ５ %）  

＜４ ブロッ ク に分けた場合＞ 

児童数の少なさ では１ ５ 位、 民間保育施設数の少なさ では１ ６ 位である。（ 公立保

育園設置率９ ． ３ %、 園庭保有率３ ７ ． ２ %、 障害児受入可能園率７ ９ ． １ %）  

＜３ ブロッ ク に分けた場合＞ 

児童数の少なさ では１ ６ 位、 民間保育施設数の少なさ では１ ６ 位である。（ 公立保

育園設置率７ ． １ %、 園庭保有率３ ５ ． ７ %、 障害児受入可能園率７ ８ ． ６ %）  

＜２ ブロッ ク に分けた場合＞ 

児童数の少なさ では１ ７ 位、 民間保育施設数の少なさ では２ ０ 位である。（ 公立保

育園設置率４ ． ９ %、 園庭保有率３ ４ ． １ %、 障害児受入可能園率７ ８ ． ０ %）  

 

⑵  地図に市立保育園から 徒歩１ ５ 分の円を 描いた場合（ 市内各地域と の関係・ 資料

８ ）  

＜５ 園の場合＞ 

北中央部と 南中央部で含まれない地域があるも のの、市内の７ 割方が円の中に含ま

れている。  

＜４ 園の場合＞ 

含まれない地域は５ 園の場合と 大き く は変わら ない。  

＜３ 園の場合＞ 

北中央部と 南中央部に加え、 南東部において含まれない地域が大き く なる。  

＜２ 園の場合＞ 

上記に加え南西部においても 含まれない地域が大き く なる。  

＊徒歩１ ５ 分＝時速４ キロと 想定し た。  

 

⑶  人員配置及び費用について、 どのよ う になるかを 試算に基づいて検討し た。（ 資

料１ ０ ）  

① 現行どおり の人員配置の場合 

② 新たな役割に対応する人員を 増員し た場合 

③ ②の増員を 行いつつ、 定員減を行っ た場合 
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＊②について、ブロッ ク が少なく なれば、市立保育園１ 園の担当地域は広く なり 、 そのための必要人

員も 多く なると 考えら れるが、市が試算し た資料１ ０ では、１ 園ごと に新たな役割に必要な人員を一

定にし て試算し たも のと なっ ている。  

 

●  こ のよう な検討を 経て、 委員会では、 ブロッ ク 分け、 つまり 、 市立保育園の配置

について、 大き く 次のよう な意見が出さ れた。  

 

＜５ 園の維持＞ 

・  市立保育園の削減は、 園庭保有率や障害児受入可能園数を 低下さ せ、 保育の

質を 向上さ せるこ と と 逆行する。  

・  現在の５ 園は、 適度な地理的バラ ンスの上で配置さ れている。  

・  民間園と の連携がより し やすく なる 、 緊急時に地域の子ども と 保育を 守る 役

割を より 担う こ と ができ る、 利用者から 多く の入園希望のニーズがある、 市

民が相談を する上で、 園数が多いほどアク セスし やすく なる、 などのメ リ ッ

ト がある。  

・  ５ 園維持が望まし いと 考えるが、定員減や複合化による予算確保を 目指す等、

経済合理性から の議論も さ れてし かるべき 。  

＜４ 園の維持＞ 

・  ４ 園でも 、 地域的なバラ ンスはよい。  

・  ５ 園維持を 望むが、 人員確保・ 老朽化対策を 確実に行う ためにどう し ても 必

要なのであれば、 ４ 園も やむを得ない。  

＜３ 園の維持＞ 

・  ３ 園でも 、多く の地域は徒歩１ ５ 分圏内であり 、民間保育園と の連携も 可能。  

・  園舎老朽化等の厳し い制約条件の中で、 公立保育園の役割の早急な実現が可

能。  

＜判断の観点に関する意見＞ 

・  市の財政や保育士の体制の観点から 、 ５ 園維持は難し い。  

・  人材確保が重要。 その意味から も 、 市立保育園の保育士の負担軽減がさ れる

こ と は園数より も 優先さ れるべき 。  

・  学童保育所、 児童発達支援センタ ー等の児童福祉施設のニーズも 増えている

ので、 複合化などを 市立保育園の配置と 合わせて考える必要がある。  

・  将来的に 1 園は学童保育や子育て支援施設と の複合施設にする。  

・  公民のネッ ト ワーク づく り は特に重要。それを やり やすく する ブロ ッ ク 分け、

配置が望まし い。  

・  段階的縮小対象園以外の市立保育園は特に市民のニーズ（ 定員充足率） が高

いこ と に留意する必要がある。  

・  市立保育園において、 特別支援（ 障害児支援）、 緊急一時保育・ こ ども 誰でも

通園制度、 公民連携づく り の拠点などの役割の拡充を するこ と が望まれる 。

こ ども 家庭センタ ーなどと の連携も 現状では不十分。（ 民間保育園園長会）  

 

なお、 ２ 園では、 ブロッ ク 内で受けも つ民間園の数が非常に多く なり 、 園と の距

離も 遠く なるこ と から 、 市立保育園の役割を 果たすこ と は難し いと 考えら れえる 。 

 

＜こ まやかな検討の必要性＞ 

データ に基づき 、 各市立保育園の定員充足度や待機状況、 各地域に存在する子育

て支援拠点・ 相談機関と の関係なども 見る必要がある。  
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③『 体制』 について 

● 上述３ ⑴「 市立保育園における保育士の人員不足」 の記載のと おり 。  

 

（ ３ ） こ のほか、 今回検討し た小金井市の保育の現状から 求めら れるこ と 。  

 

● 少なく と も ２ ～３ 年で市内全保育園に対し て指導検査を 実施でき るよう に、 都と

の合同での指導検査に加えて、 体制を 整備し て、 市単独で指導検査を 行う こ と 。  

● 障害児保育の実施を 助けるために、 市が専門人材を 派遣する巡回相談制度を 民間

園にも 行き渡るよう に拡充するこ と 。  

● 医療的ケア児の支援ニーズ（ 入園でき ず、家庭保育になっ た家庭も 含め） の把握・

実態調査を 行い、 早急に医療的ケア児のガイ ド ラ イ ンを 策定し 、 受入れ体制を 構築

するこ と 。  

● 地域の教育機関と の連携を 、 公民の保育園の意見を聞き ながら 、 市が構築する。  

● 市立保育園が保育の専門機関と し て地域子育て支援拠点事業も し く は地域子育て

相談機関の機能を 担う にあたり 、 児童館等と の連携や役割分担を 検討する必要があ

る。 児童館（ 一部学童保育併設） には学齢期の子ども 支援の充実（ 例えば学童保育

の利用児童増加への対応や、 今後の学校・ 学童保育の連携を 図る役割、 小学校高学

年・ 中学生の居場所と し ての役割など） が期待さ れる。  

● Ｄ Ｘ を積極的に活用し て、 民間保育園と の連携を 進めるこ と で小金井市全体の保

育の質の更なる向上に役立て、 かつ市立保育園における事務負担軽減を 図るこ と 。

そのための各市立保育園の設備や環境を 整えるこ と 。  

● 裁判の判決を 受けて入園し たさ く ら 保育園在園児童については、 速やかに適切な

対応を 行う こ と 。  

 

最後に 

 少子社会と なり 、 国は子ども の権利の保障、 保育の質の向上、 子育て支援の拡充を 謳い、

予算配分を 行う よ う になっ た。 こ のよう な時代の流れを 視野に入れ、 小金井市においても 、

量の拡大から 質の向上へと 政策の重点を 移し 、 地域の子ども 及び子育て家庭の現状やその願

いに向き合い、 丁寧な子ども 施策が行われる こ と が求めら れる 。  

市は、 こ こ までの保育施策を総括し 、 発生し ている諸課題に対し て、 責任を も っ て対応し

なければなら ない。  

そし て、 市、 事業者、 市民は、 本答申に提示し た内容を 踏まえ、 子ども の最善の利益を 第

一において協力し 合い、 子ども が安心し てのびのびと 育つこ と ができ る 地域の実現へと 前進

し ていただき たい。  

 



 

 

【 答申資料】  

 

資料１  小金井市立保育園の在り 方検討委員会設置条例 

 

資料２  小金井市立保育園の役割と 在り 方について（ 諮問）  

 

資料３  小金井市立保育園の在り 方検討委員会の経過 

 

資料４  民間団体調査における小金井市の保育のデータ  

（「 １ ０ ０ 都市保育力充実度チェ ッ ク ２ ０ ２ ４ 年度版」 抜粋）  

 

資料５  小金井市における子育て支援拠点事業等の状況 

 

資料６  令和６ 年度 年度途中入園の申し 込み等状況 

 

資料７  保育所併設施設の事例 

 

資料８  市立保育園のブロッ ク 分けイ メ ージ 

 

資料９  都内２ ６ 市における公立保育園の状況 

 

資料１ ０  小金井市立保育園の職員数・ 費用の試算（ 概算）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



答申資料１  

 

   小金井市立保育園の在り 方検討委員会設置条例 

 

（ 設置）  

第１ 条 小金井市全体の保育の質の維持・ 向上に向けて、 小金井市すこ やか保育ビジ

ョ ンにおける小金井市が果たす役割等の具体化を図るため、 小金井市内の保育施設

の状況を踏まえ、 専門的かつ幅広い視点から 今後の小金井市立保育園の役割及び在

り 方を 検討する小金井市立保育園の在り 方検討委員会（ 以下「 委員会」 と いう 。） を

設置する。  

 （ 所掌事項）  

第２ 条 委員会は、 小金井市立保育園の役割及び在り 方について、 市長の諮問に応じ

て調査審議し 、 その結果を答申する。  

 （ 組織）  

第３ 条 委員会は、 委員１ ０ 人以内で組織する。  

２  前項の委員は、 次に掲げる者のう ちから 市長が委嘱する。  

 ⑴ 学識経験者 ２ 人以内 

 ⑵ 保育に関する事業に従事する専門職者 ２ 人以内 

 ⑶ 小金井市立保育園を利用する児童の保護者 ２ 人以内 

 ⑷ 公募による市民 ３ 人以内 

 ⑸ 小金井市内の子ども ・ 子育て支援に関する関係団体代表者 １ 人以内 

 （ 委員の任期）  

第４ 条 委員の任期は１ 年と し 、 再任を妨げない。  

２  前項の規定にかかわら ず、 市長が第２ 条の諮問をし てから 当該諮問に対する答申

が終了するまでの間に委員の任期が満了する場合、 委員の任期は、 その答申の終了

まで継続するも のと する。  

３  委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、 前任者の残任期間と する。  

 （ 委員長及び副委員長）  

第５ 条 委員会に委員長及び副委員長を置く 。  

２  委員長及び副委員長は、 委員の互選により 選任する。  

３  委員長は、 会務を総理し 、 委員会を代表する。  

４  副委員長は、 委員長を補佐し 、 委員長に事故があると き 、 又は委員長が欠けたと

き は、 その職務を代理する。  
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 （ 会議）  

第６ 条 委員会の会議は、 委員長が招集する。  

２  委員会の会議は、 委員の過半数が出席し なければ開く こ と ができない。  

３  委員会の議事は、 出席する委員の過半数で決し 、 可否同数のと きは委員長の決す

ると こ ろによる。  

４  委員会の会議は、 原則と し て公開する。  

５  委員長が必要と 認めると きは、 委員以外の者を 会議に出席さ せ、 説明又は意見を

求めるこ と ができる。  

 （ 庶務）  

第７ 条 委員会の庶務は、 市長が定める部課において処理する。  

 （ 委任）  

第８ 条 こ の条例に定めるも ののほか、 委員会の運営に関し 必要な事項は、 市長が別

に定める。  

 

付 則 

 （ 施行期日）  

１  こ の条例は、 公布の日から 施行する。  

 （ こ の条例の失効）  

２  こ の条例は、 第２ 条に基づく 答申を終えた日限り 、 その効力を 失う 。  

 （ 特別職の給与に関する条例の一部改正）  

３  特別職の給与に関する条例（ 昭和３ １ 年条例第２ ２ 号） の一部を次のよう に改正

する。  

  別表第３ 中 

 「  

子ども ・ 子育て会議 会長 日額 １ １ ， ０ ０ ０ 円 

 委員 日額 １ ０ ， ０ ０ ０ 円 

 

」  

 を  

 「  

子ども ・ 子育て会議 会長 日額 １ １ ， ０ ０ ０ 円 
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委員 日額 １ ０ ， ０ ０ ０ 円 

市立保育園の在り 方検

討委員会 

委員長 日額 １ １ ， ０ ０ ０ 円 

委員 日額 １ ０ ， ０ ０ ０ 円 

 

」  

 に改める。  
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答申資料２  

 小子保発第２ ０ ８ 号 

令和６ 年６ 月２ ０ 日 

小金井市立保育園の在り 方検討員会委員長 様 

小金井市長 白井  亨 

小金井市立保育園の役割と 在り 方について（ 諮問）  

市では、 小金井市における保育の質のガイ ド ラ イ ンと 今後の保育施策と し て取り 組

むべき 方向性を 明ら かにするため、 令和３ 年３ 月に「 小金井市すこ やか保育ビジョ

ン」 を 策定し まし た。 そし て、 市立保育園を 取り 巻く 課題を 踏まえて、 令和４ 年５ 月

に「 新たな保育業務の総合的な見直し 方針」 を 策定し 、 同年９ 月に小金井市立保育園

条例を 専決処分により 一部改正し まし た。  

 し かし 、 同処分について、 令和６ 年２ 月２ ２ 日に「 小金井市立保育園廃止処分取消

等請求事件」 の東京地裁判決が出さ れまし た。 こ のため、 同条例は法的に極めて不安

定な状況にあり 、 早急な対応が求めら れており ます。 また、 何より 、 保育園に関する

待機児童が解消し た今、「 保育の質」 向上に向けた仕組みづく り が急務と なっ ていま

す。  

 こ のよう な状況を踏まえ、 小金井市全体の保育の質の維持・ 向上に向けて、 小金井

市すこ やか保育ビジョ ンにおける小金井市が果たす役割のう ち、 市立保育園の役割と

在り 方を具体化するため、 下記の事項について、 貴委員会において専門的かつ幅広い

視点から ご検討いただき 、 ご見解を 示し ていただき たく 諮問いたし ます。  

記 

１  小金井市立保育園に期待さ れる役割について 

  近隣自治体等における事例も 踏まえた市立保育園に期待さ れる役割 

２  小金井市立保育園を 取り 巻く 課題について 

  「 新たな保育業務の総合的見直し 方針」 における「 ５ つの課題」 等を 踏まえた、

市立保育園に期待さ れる役割の実現に向けた課題 

 （ 参考）「 新たな保育業務の総合的な見直し 方針」 における「 ５ つの課題」  

①園舎老朽化への対応、 ②保育定員の適正化、 ③保育サービス拡充に向け

た予算と 人員の確保、 ④公立保育園の公費負担、 ⑤自治体経営の観点（ 市

立保育園５ 園維持の困難）  

３  小金井市立保育園の在り 方について 

１ 、 ２ を 踏まえた、 市全体の保育の質の維持・ 向上に向けた市立保育園の在り 方 

（ 機能・ 配置・ 体制等）  
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答申資料３  

 

小金井市立保育園の在り 方検討委員会の経過 

１  開催状況 

回 開催日 議      題 

１  R6. 6. 20 ・ 委員の委嘱及び市長挨拶 

・ 委員長及び副委員長について 

・ 諮問について 

・ 会議の運営等について 

・ 小金井市立保育園を 巡るこ れまでの経過について 

・ 保育の展望と 課題 

・ 全体スケジュ ール等について 

・ アンケート 実施概要について 

・ 次回以降の開催日について 

２  R6. 7. 22 ・ 会議の運営等について 

・ 全体スケジュ ール等について 

・ 小金井市立保育園の役割について 

・ アンケート について  

３  

 

R6. 8. 22 ・ 小金井市立保育園の役割について 

・ 市民ワーク ショ ッ プについて 

・ 就学前児童イ ンタ ビュ ーについて  

園見学 R6. 10. 22 対象園   

⑴さ く ら 保育園（ 小金井市立）  

⑵小金井保育園（ 小金井市立）  

⑶げんき な森保育園（ 社会福祉法人森友会）  

４  R6. 10. 24 ・ 保育園見学の結果報告について 

・ 小金井市立保育園の役割（ 素案） について 

・ 役割実現に向けた課題について 

・ 市民ワーク ショ ッ プについて 

・ 就学前児童イ ンタ ビュ ーについて  

第１ 回 

ＷＳ  

R6. 11. 4 ・ グループ対話１ ： 保育園・ 地域の子育て環境の「 良い点」「 改善点（ 不安・

困っ たコ ト ）  

・ グループ対話２ ： 小金井市立保育園に期待さ れる役割について 

５  R6. 11. 21 ・ 第１ 回市民ワーク ショ ッ プの結果について 

・ 委員会中後半における視点と 論点 

・ 役割実現に向けた課題の検討 

・ 就学前児童イ ンタ ビュ ー実施概要（ 案）【 再改訂版】 について 

６  R7. 1. 16 ・ 就学前児童イ ンタ ビュ ー実施結果 

・ 役割実現に向けた課題の整理・ 検討 

・ 答申案の構成 

７  R7. 2. 13 ・ 役割実現に向けた課題及び在り 方の整理・ 検討 
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・ 第２ 回市民ワーク ショ ッ プの開催について  

８  R7. 3. 13 ・ 役割実現に向けた課題及び在り 方の整理・ 検討 

・ 第２ 回市民ワーク ショ ッ プの開催について  

第２ 回 

ＷＳ  

R7. 4. 6 ・ グループ対話１ ： 答申骨子案の「 良い点」「 改善点」 について 

・ グループ対話２ ： 答申骨子案の「 重要だと 思う ポイ ント 」 について 

９  R7. 4. 24 ・ 第２ 回市民ワーク ショ ッ プの結果について 

・ 答申案（ 素案たたき 台） について  

１ ０  R7. 5. 15 ・ 答申案について 
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２  小金井市立保育園の在り 方検討委員会 委員名簿 

選出区分 NO.  氏名 所属等 在任期間 備考 

学識経験者 

1 普光院 亜紀
フ コ ウ イ ン  ア キ

 浦和大学 講師 
R6. 6. 20～ 

    R7.  5. 23 
委員長 

2 渡邊
ワタ ナベ

 嘉
カ

二郎
ジ ロ ウ

 法政大学 名誉教授 
R6. 6. 20～ 

    R7.  5.  23 
副委員長 

保育に関する 事

業に従事する 専

門職者 

3 三島
ミ シ マ

 こ ずゑ 
ド リ ームキッ ズ小金井

保育園 園長 

R6. 6. 20～ 

    R6. 12. 31 

 

4 加藤
カ ト ウ

 絵美
エ ミ

 
武蔵小金井雲母保育園 

園長 

R6. 6. 20～ 

    R6. 12. 31 
 

小金井市立保育

園を 利用する 児

童の保護者 

5 大前
オオマエ

 優
ユ

香
カ

 
公立保育園利用児童の

保護者 

R6. 6. 20～ 

    R7.  5.  23 
 

6 古山
フ ルヤマ

 幸
ユキ

恵
エ

 
公立保育園利用児童の

保護者 

R6. 6. 20～ 

    R7.  5.  23 
 

公募による市民 

7 尾高 真奈美
オ ダ カ  マ ナ ミ

 公募市民 
R6. 6. 20～ 

    R7.  5.  23 

 

8 田中 浩司
タ ナ カ  コ ウ ジ

 公募市民 
R6. 6. 20～ 

    R7.  5.  23 
 

9 八木 尚子
ヤ ギ  ナ オ コ

 公募市民 
R6. 6. 20～ 

    R7.  5.  23 
 

小金井市内の子

ども ・ 子育て支

援に関する関係

団体代表者 

10 水津 由紀
ス イ ツ  ユ キ

 

小金井子育て・ 子育ち

支援ネッ ト ワーク 協議

会 会長 

R6. 6. 20～ 

    R7.  5.  23 

 

（ 敬称略）  
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答申資料４  

民間団体調査における小金井市の保育のデータ  

 

民間団体「 保育園を 考える親の会」 の年次調査「 100 都市保育力充実度チェ ッ ク  2024 年度

版*」 の主要指標における小金井市のデータ  

＊首都圏および政令市 100 市区を対象に調査。多摩地域は 26 市中都心により 近い 22 市を対象と し ている。  

 

① 入園決定率 （ 認可保育園、 認定こ ども 園、 地域型保育の「 新規入園者数÷新規入園申込者数」）  

小金井市 87. 1% 

多摩地域22 市平均 78. 8% 

94 市区平均* 79. 1% 

 *有効回答市区 

 

② 公立保育園設置率 （ 全認可保育所数に占める公設公営園の割合）  

小金井市 11. 4% 

多摩地域22 市平均 12. 4% 

100 市区平均 16. 6% 

 

③ 公立保育園の民営化 

小金井市  実施し ていない 

100 市区 79 市区が実施 

 

④ 園庭保有率（ 全認可保育所のう ち敷地内に基準を満たす園庭を保有し ている園の割合）  

小金井市 38. 6% 

多摩地域22 市平均 78. 5% 

100 市区平均 70. 0% 

 

⑤ 認可保育所の保育士配置基準で 1 歳児を 5 対１ と し ているかどう か（ 国基準は 6 対１ ） 

小金井市 公立と 昔から ある民間園のみ実施、 新規の民間園は国基準 

多摩地域 22 市 公民全園実施は 16 市、 公立のみは４ 市区、 全園国基準は 2 市 

100 市区 公民全園実施は 56 市区、 公立のみは 28 市区、 全園国基準は 16 市区 

こ のほか、 多摩地域 22 市では、 障害児加配など子ども の人数と の比率によら ない部分での保育士配置に東

京都旧基準を基本と し た上乗せを行なっ ている自治体が多いが、 小金井市は一部が国基準と なっ ている。  

 

⑥ 障害児受入可能園率（ 全認可保育所のう ち障害児受入可能な園の割合）  

小金井市* 79. 5% 

多摩地域22 市平均 96. 7% 

100 市区平均 94. 9% 

*小金井市は公立 100％、 民間 68. 2％ 

2 4



 

⑦ 延長保育実施率、平均実施時間（ 認可保育所で集計。平均実施分数は未実施園を０ 分と し た算入）  

 実施率 平均実施分数 

小金井市 100. 0%  86. 5 分 

多摩地域22 市平均 93. 4% 79. 0 分 

100 市区平均 93. 9% 78. 6 分 

 

⑧ 1 歳児保育料（ 総務省「 令和 4 年度家計年報」 から 設定し た中間的世帯収入で回答）  

小金井市 18, 800 円 

多摩地域22 市平均 25, 514 円 

91 市区平均* 31, 876 円 

*回答指標が異なる９ 市を除外。  

 

 

【 参考】 多摩地域 22 市の園庭保有率の推移（ 2018-2024 年）  
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答申資料５  

 

小金井市における 子育て拠点事業等の状況 

 

１  児童館における乳幼児対象事業 

 本町 東 貫井南 緑 

ひろ ば事業 （ 回数）  124 280 130 235 

      （ 人数）  3, 711 7, 647 2, 594 4, 312 

相談会等  （ 回数）  46 84 68 61 

      （ 人数）  1, 012 1, 496 1, 139 1, 181 

幼児グループ（ 回数）  66 59 34 34 

      （ 人数 1, 000 1, 217 386 486 

その他事業 （ 回数）  1 32 12 11 

      （ 人数）  20 937 165 157 

合計    （ 回数）  237 453 244 341 

      （ 人数）  5, 960 11, 296 4, 284 6, 136 

出典：『 令和５ 年度事務報告書』 p. 241～244 

   ※ひろ ば事業への派遣は、 看護師、 栄養士、 保育士など。 年２ ～３ 回程度 

    小金井保育園は本町児童館、 く り のみ保育園は東児童館、 わかたけ保育園は貫井

南児童館、 けやき保育園は緑児童館でのひろ ば事業に派遣し ている 。  

 

２  保育園における対応状況 

 特別支援 

保育 

給 食 ア レ ル

ギー対応 

エ ピ ペ ン 対

応 

医療的ケア 一時保育 

市 立 ５  ５  ５  ５  ５  

民 間 ３ １  ３ ９  ３ ０  ６  １ １  

出典：『 令和７ 年度保育施設等入所案内』 p. 42 

 

３  児童発達支援センタ ー「 き ら り 」 状況 

・ 相談支援事業、 親子通園事業、 外来訓練事業、 保育所訪問支援事業では「 待ち」 は一

部で長期間ではない。  

・「 き ら り 」 による巡回相談「 きら き ら サポート 」 が不足。 当初は１ 年間で全園回ると し

てたが、 実績は年間 10-11 園。 公立園及び民間園のう ち 10 園が、 きら り 以外で巡回相

談を実施し ている。  
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保育所併設施設の事例 

 

学校と の併設事例 

区市町村 保育園名称 複合施設 備考 

品川区※ 西五反田保育園 ・ 品川区立第一日野小学校 
・ 第一日野幼稚園 
・ 教育センタ ー 
・ 図書館 

 

目黒区 桑の実中目黒保育園 
( 民間保育園)  

・ 学童保育  

 東が丘保育園 
( 民間保育園)  

・ 学童保育  

 不動さ つき 保育園 
( 民間保育園)  

・ 児童館  

 第二ひも んや保育園 
( 民間保育園)  

・ 高齢者福祉住宅  

世田谷区 八幡山保育園 ・ 世田谷区立芦花小学校 
・ 世田谷区立芦花中学校 

○保育園は別棟で整備 

 砧南ら る保育園 ・ 世田谷区立砧南中学校 ○中学校の空き 教室の
活用 

国立市 矢川保育園 
( 民間保育園)  

・ 矢川プ ラ ス ( 複合公共施
設)  

○保育園は別棟で整備 

西東京市 けやき 保育園 ・ 地域子育て支援センタ ー  
 すみよし 保育園 ・ 地域子育て支援センタ ー  
 なかまち保育園 ・ 地域子育て支援センタ ー  
 ひがし 保育園 ・ 地域子育て支援センタ ー  
朝霞市 さ く ら 保育園 ・ 子育て支援センタ ー  
市川市 すえひろ保育園 

( 民間保育園)  
・ 市川市立第七中学校 
・ 文化ホール 
・ 給食室 
・ ケアハウス 
・ デイ サービスセンタ ー 

○市川市立第七中学校
の複合化を PFI 事業
と し て実施 

 

※品川区での区立保育園の複合化の状況 
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市立保育園のブロッ ク 分けイ メ ージ 

１  配置案の検討にあたっ て留意すべき 要素 

①民間保育園の箇所数： 基幹園と なる各市立保育園が受け持つ保育園数のバラ ンス 

②保育園の定員数： 基幹園と なる各市立保育園が受け持つ園児数のバラ ンス 

③0～5 歳人口： 地域の子育て家庭支援にあたっ ての各市立保育園が対応すべき 児童数のバラ ンス 

④距離要因： ブロッ ク 境界から の距離 

⑤地形要因： 高低差などの移動にあたっ て障害と なる要因の有無 

⑥市の既往地区区分： 学校区、 福祉圏域などの地区区分と の整合 

※境界線は町丁目の境界や鉄道、 道路など、 市民がわかり やすいも のであるこ と が必要 

２  検討の方向 

 上記の①～⑥の要素を踏まえて、 2～5 園のそれぞれのケースについて、 ブロッ ク 区分案を検討 

３  市立園の園数に応じ たブロッ ク 分けの検討 

３ －１  ５ 園のケース 

■パタ ーン１ ： 保育園数を同じ にし たパタ ーン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5園ブロッ ク 分け パタ ーン1

園数 定員数 0-5歳人口 0-4歳人口 地区面積
( 箇所) ( 人) ( 人) ( 人) ( ㎢)

1 小金井 9 806 813 679 1. 67

2 けやき 9 732 1, 139 951 2. 09

3 わかたけ 9 801 1, 625 1, 303 3. 16

4 く り のみ 9 722 1, 286 1, 036 2. 50

5 さ く ら 9 642 902 729 1. 89
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■パタ ーン２ ： 市立園から の距離を重視し たパタ ーン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5園ブロッ ク 分け パタ ーン2

園数 定員数 0-5歳人口 0-4歳人口 地区面積
( 箇所) ( 人) ( 人) ( 人) ( ㎢)

1 小金井 12 1, 056 1, 157 960 1. 96

2 けやき 10 792 1, 270 1, 062 2. 30

3 わかたけ 6 551 1, 281 1, 022 2. 87

4 く り のみ 9 722 1, 286 1, 036 2. 50

5 さ く ら 8 582 771 618 1. 68

3 0



 

３ －２  ４ 園のケース 

■パタ ーン１ ： 保育園数のバラ ンスに配慮し たパタ ーン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4園ブロッ ク 分け パタ ーン1
園数 定員数 0-5歳人口 0-4歳人口 地区面積

( 箇所) ( 人) ( 人) ( 人) ( ㎢)

1 小金井 12 1, 136 1, 325 1, 077 2. 72
2 けやき 11 875 1, 122 942 2. 49
3 わかたけ 11 903 1, 750 1, 415 3. 33
4 く り のみ 10 789 1, 568 1, 264 2. 76

3 1



 

■パタ ーン２ ： 市立園から の距離を重視し たパタ ーン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4園ブロッ ク 分け パタ ーン2
園数 定員数 0-5歳人口 0-4歳人口 地区面積

( 箇所) ( 人) ( 人) ( 人) ( ㎢)

1 小金井 13 1, 188 1, 366 1, 125 2. 50
2 けやき 13 992 1, 488 1, 234 3. 14
3 わかたけ 9 801 1, 625 1, 303 3. 16
4 く り のみ 9 722 1, 286 1, 036 2. 50

3 2



 

３ －３  ３ 園のケース 

■パタ ーン１ ： 保育園数のバラ ンスに配慮し たパタ ーン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3園ブロッ ク 分け パタ ーン1
園数 定員数 0-5歳人口 0-4歳人口 地区面積

( 箇所) ( 人) ( 人) ( 人) ( ㎢)

1 小金井 15 1, 248 1, 448 1, 187 3. 10
2 けやき 14 1, 261 2, 062 1, 703 3. 85
3 わかたけ 14 1, 194 2, 255 1, 808 4. 35

3 3



 

■パタ ーン２ ： 市立園から の距離を重視し たパタ ーン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3園ブロッ ク 分け パタ ーン2
園数 定員数 0-5歳人口 0-4歳人口 地区面積

( 箇所) ( 人) ( 人) ( 人) ( ㎢)

1 小金井 16 1, 388 1, 584 1, 297 3. 34
2 けやき 15 1, 321 2, 320 1, 920 4. 31
3 わかたけ 12 994 1, 861 1, 481 3. 64

3 4



 

３ －４  ２ 園のケース 

■パタ ーン１ ： 保育園数のバラ ンスに配慮し たパタ ーン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2園ブロッ ク 分け パタ ーン1
園数 定員数 0-5歳人口 0-4歳人口 地区面積

( 箇所) ( 人) ( 人) ( 人) ( ㎢)

1 小金井 21 1, 989 3, 066 2, 486 5. 85
2 けやき 21 1, 714 2, 699 2, 212 5. 45
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■パタ ーン２ ： 市立園から の距離を重視し たパタ ーン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2園ブロッ ク 分け パタ ーン2
園数 定員数 0-5歳人口 0-4歳人口 地区面積

( 箇所) ( 人) ( 人) ( 人) ( ㎢)

1 小金井 26 2, 282 3, 329 2, 682 6. 78
2 けやき 16 1, 421 2, 436 2, 016 4. 52
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都内２ ６ 市における公立保育園の状況 

１  公園保育園 1 園当たり の 0～5 歳人口の比較 ※公設民営保育園は公立保育園に含む 
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２  公立保育園１ 園当たり の民間保育園数 ※公設民営保育園は公立保育園に含む 
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出典： 多摩地域26市の各市データ より 作成
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【 】 内は、 公立保育園の園数

( ) 内は、 公立保育園のう ち 公設民営保育園の園数
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出典： 多摩地域26市の各市データ より 作成
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【 試算にあたっ ての前提】

・ 財政効果を測る ための試算ではなく 、 園数によ り 費用の違いがあるこ と を 示す資料と し て作成
　 ※ 預かる 児童の状況により 変動する 会計年度任用職員の人件費や、 長寿命化・ 大規模修繕実施時の園舎移転や仮園舎
　 　 設置等の費用は含めていない。

【 各項目の考え方】 （ 「 資料３ ０ 　 保育定員数及び本市の財政状況等について」 の単価等に基づき 試算）
[受け入れ児童数] ： 「 １ 　 園数毎の職員配置の試算」 表の定員から 値を引用

[正規職員数] ： 「 １ 　 園数毎の職員配置の試算」 表の職員数から 値を 引用

[単年度歳出] ： 以下のそれぞれの項目の値より 算出
　 ・ 人件費（ 正規職員数にR6年間人件費（ 市行政経営担当算出） の職員単価で算出）
　 ・ 公立運営費（ R7保育課当初予算額（ 公立保育園の運営に要する経費） から 人件費等を除き 算出）
　 ・ 公立維持費（ R7保育課当初予算額（ 公立保育園の維持管理に要する経費）

　 ・ 民間施設運営経費（ R5決算額をベースに、 「 公立保育園の児童数（ 認可定員上限） 」 ×「 私立保育園に在籍し た場合

　 　 の児童一人当たり の経費」 で算出）

[単年度歳入] ： R5決算額をベースに、 公立、 私立それぞれ児童一人当たり の歳入単価を 算出し 試算　 ※ 公立園の定員が
　 　 　 　 　 　 　 減っ た分の公立園児童全員が民間園に在籍する 想定で試算

[長寿命化・ 大規模修繕費用] ： R12までの公共施設個別施設計画に基づき 試算

５ 園維持 ４ 園規模
（ く ・ わ・ 小・ け）

３ 園規模
（ わ・ 小・ け）

２ 園規模
（ 小・ け）

受け入れ児童数

段階的縮小前認可定員 592 人 479 人 366 人 254 人

受け入れ定員減（ ③） の場合 432 人 353 人 274 人 195 人

①現行 103 人 84 人 65 人 46 人

②役割対応 133 人 108 人 83 人 58 人

116 人 94 人 72 人 50 人

①現行 1, 133, 709, 000 1, 214, 383, 502 1, 295, 058, 003 1, 355, 426, 780

②役割対応 1, 397, 709, 000 1, 425, 583, 502 1, 453, 458, 003 1, 461, 026, 780

1, 644, 519, 880 1, 614, 557, 070 1, 584, 594, 259 1, 536, 803, 292

①現行 219, 249, 000 369, 489, 096 519, 729, 191 668, 639, 728

②役割対応 219, 249, 000 369, 489, 096 519, 729, 191 668, 639, 728

491, 234, 825 583, 677, 933 676, 121, 041 768, 934, 502

①現行 914, 460, 000 844, 894, 406 775, 328, 812 686, 787, 052

①の５ 園の場合の費用と の差 0 ▲ 69, 565, 594 ▲ 139, 131, 188 ▲ 227, 672, 948

②役割対応 1, 178, 460, 000 1, 056, 094, 406 933, 728, 812 792, 387, 052

①の５ 園の場合の費用と の差 264, 000, 000 141, 634, 406 19, 268, 812 ▲ 122, 072, 948

1, 153, 285, 055 1, 030, 879, 137 908, 473, 219 767, 868, 791

①の５ 園の場合の費用と の差 238, 825, 055 116, 419, 137 ▲ 5, 986, 781 ▲ 146, 591, 209

423, 362, 400 423, 362, 400 374, 157, 600 190, 680, 000

※ さ く ら 保育園、 く り のみ保育園（ S43年建設棟） 、 けやき 保育園は、 公共施設個別施設計画期間において改修等が

　 計画さ れていない。 当該園を 維持する 場合には個別施設計画に盛り 込む必要がある 。

③役割対応＋定員減

２ 　 園数毎の費用の試算（ 概算）

く り のみ保育園： く 　 わかたけ保育園： わ　 小金井保育園： 小
さ く ら 保育園　 ： さ 　 けやき 保育園　 ： け

正規職員数

③役割対応＋定員減

単年度歳出【 Ａ 】

単年度歳入【 Ｂ 】

③役割対応＋定員減

一般財源負担ベース【 Ａ 】 －【 Ｂ 】 　 [ 国・ 都負担及び保育料相当相殺後]

③役割対応＋定員減

長寿命化・ 大規模修繕費用（ ※）

4 0


